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規

則

(

第
三
十
二
号)

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一

告

示

(

第
千
五
百
三
十
一
号)

○
福
岡
県
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
の
一
部
改
正

(

水
田
農
業
振
興
課)

一
〇
六

選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

(

市
町
村
支
援
課)

一
〇
六

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
四
項
及
び
第
十
条
の
二
第
五
項
を
削
る
。

第
十
二
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

第
二
十
五
項｣

を

｢

第
二
十
項｣

に
、

｢

第
四
十
一
項｣

を

｢

第
三

十
六
項｣

に
改
め
、

｢
(

第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む)

｣

を
削

り
、
同
項
第
三
号
中

｢

第
二
十
五
項｣

を

｢

第
二
十
項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
十
九
号
中

｢

占
有
し
た
自
動
車
等
用｣

を

｢

占
有
・
搬
出
等
用｣

に
改
め
、
同
条

中
第
三
十
号
を
削
り
、
第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
五
十
五
号
の
二
を
第
五
十
五
号
と
し
、
第
九
十
一
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
を
削
り

、
第
九
十
号
を
第
九
十
一
号
と
し
、
第
五
十
六
号
か
ら
第
八
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
十
五
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
六

公
売
公
告
兼
見
積
価
額
公
告

(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
用)

第
六
十
一
号
の
二
十
一
の

三
様
式

第
三
十
一
条
中
第
百
六
号
を
第
九
十
二
号
と
し
、
第
百
七
号
か
ら
第
百
三
十
六
号
ま
で
を
十
四
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
第
百
三
十
七
号
を
削
り
、
第
百
三
十
八
号
を
第
百
二
十
三
号
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中

｢

第
四
十
二
項｣

を

｢

第
三
十
七
項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
五
中

｢

第
五
十
二
項｣

を

｢

第
四
十
七
項｣

に
、

｢

第
五
十
三
項｣

を

｢

第
四
十
八

項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
十
二
の
見
出
し
中

｢

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法｣

を

｢

産
業
活
力
の
再
生
及
び
産

業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中

｢

第
九
条
の
二
の
四｣

を

｢

第
九
条
の
二
の
七｣

に
改
め
る
。

様
式
目
次
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
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を

｣
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に
、

｣
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を
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｢

に
、
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｢
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｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
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｣
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を
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に
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｣
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｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。
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第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
１
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

           
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
個
人
事
業
税
は
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
を
行
う
人
で
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業

所
の
あ
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
税
率
 
第
1種
事
業
 
 
％
 
 
第
2種
事
業
 
 
％
 
 
第
3種
事
業
 
 
％
( 
 
％
) 

 
 
下
記
の
年
税
額
は
 
 
年
分
 
 
分
の
所
得
に
対
し
課
税
し
た
も
の
で
す
。
 

 
 
こ
の
納
付
書
は
第
1期
納
期
分
( 
月
 
日
～
 
月
 
日
)の
納
付
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16所

得年 17 
 
 
 
 
 
23 連

番
 24 

 

年
度
 

 
 

整
理
番
号
 
 

税
額

円

 

調
定

事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

延
滞
金
額

円
住

所
 
 

 
 

税
額

円
合
計
金
額

円

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
氏

名
様

 

納
期
限

年
 
 
月
 
 
日
 

 

合
計
金
額

円
課
税
年
度
 
 

所
得

年
 
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 税

額
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

第
 
 
 
 
種
事
業
 
税
率
100分

の
 

延
滞
金
額
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様

年
 
 
月
 
 
日

 
福
岡
県
 
県
税
事
務
所
長

 
 

 

合
計
金
額
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

課
税
標
準
額
 

円
 
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
整
理
番
号
 
 
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年
税

額
円
 
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

年
 
月
 
日
か
ら

納
付
額
 

 
 

年
 
月
 
日
ま
で

円
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

年
 
月
 
日
か
ら

納
付
額
 

 

福
岡
県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  

納期 

 
 

年
 
月
 
日
ま
で

円

 
  
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 



� � � � ����������� 	
� ����� ��� �
第
３
号
様
式
そ
の
１
の
２
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

              
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
付
書
兼
領
収
証
書
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

整
理
番
号
 

 

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

住
所
 

 
 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16所

得年  17 
 
 
 
 
 
23連

番
 24 

氏
名
 

様
 

課
税
年
度
 
 
 

 

調
定

事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

所
得
年
 

 
2期
分
 
第
 
 
 
 
 
 
種
事
業
 

 

 
 

税
額

円
 
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
税

額
 

円

合
計
金
額

円
延
滞
金
額
 

円
 
 税

額
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

合
計
金
額
 

円

延
滞
金
額
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様

合
計
金
額
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  

 
整
理
番
号
 
 
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡
県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 



� � � � ����������� 	
� ����� ����

第
３
号
様
式
そ
の
１
の
３
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

         
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
個
人
事
業
税
は
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
を
行
う
人
で
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業

所
の
あ
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
税
率
 
第
1種
事
業
 
 
％
 
 
第
2種
事
業
 
 
％
 
 
第
3種
事
業
 
 
％
( 
 
％
) 

 
 
下
記
の
年
税
額
は
 
 
年
分
 
 
分
の
所
得
に
対
し
課
税
し
た
も
の
で
す
。
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16所

得年 17 
 
 
 
 
 
23 連

番
 24 

 

年
度
 

 
 

整
理
番
号
 
 

課
税
年
度
 

年
度
税

額
円

 

調
定

事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

住
所
 
 

延
滞
金
額

円

 
 

税
額

円
氏

名
様
合
計
金
額

円

前
回
 
 
 
 
①
 

円
 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
今
回
 
 
 
 
②
 

円

 

納
期
限

年
 
 
月
 
 
日
 

 

課税標準額 

(増
差
)金
額
③
＝
②
－
①
 

円
合
計
金
額

円
前
回
 
 
 
 
④
 

円
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

今
回
 
 
 
 
⑤
 

円
税

額
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年税額 

(増
差
)金
額
⑥
＝
⑤
－
④
 

円
延
滞
金
額
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様

第
 
 
 
種
事
業
 
課
税
標
準
額
 

円

年
 
 
月
 
 
日

 
福
岡
県
 
県
税
事
務
所
長

 
 

 

合
計
金
額
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

税
率
100分

の
 

年
税
額
 

円
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
整
理
番
号
 
 
 

納
付
額
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら

年
 
 
月
 
 
日
ま
で

円

 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

納
付
額
 

 

納期 

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

年
 
 
月
 
 
日
ま
で

円
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡
県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
  
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 
 

 
※
 
こ
の
通
知
書
に
よ
る
税
額
は
、
口
座
振
替
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
こ
の
納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
４
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

 
 
納
付
に
つ
い
て
 
 
 

 
 
あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
個
人
事
業
税
は
、
左
記
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら

納
期
限
(納
期
の
末
日
)に
自
動
振
替
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
個
人
事
業
税
の
法
的
根
拠
 
 
 

納
税
通
知
書
(口
座
振
替
) 

    
様
 

 
年
度
 
個
人
事
業
税
 

所
得

年
 

年
 

整
理

番
号
 

 
 

 
 
事
業
税
は
、
個
人
の
行
う
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
に
対
し
、
前
年

中
の
事
業
の
所
得
又
は
当
該
年
の
1月
1日
か
ら
事
業
廃
止
の
日
ま
で
の
事
業
の
所

得
を
課
税
標
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
に
よ
り
100 5

・
100 4

・
100 3

の
税

率
を
乗
じ
た
税
額
で
賦
課
さ
れ
ま
す
。
(地
方
税
法
第
72条
の
2第
3項
、
第
72条

の
49の
7、
第
72条

の
49の
13第
1項
、
福
岡
県
税
条
例
第
20条
の
14第

2項
、
第

20条
の
19の
2、
第
20条
の
19の

4) 

第
 

種
事

業
 
課
税
標
準
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
不
服
申
し
立
て
に
つ
い
て
 
 
 

税
率
1
0
0
分
の
 
年

税
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

納
付

額
 

郵
便

は
が

き
 

 
       

様
 
 
 

期
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

円
 

個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
(口
座
振
替
) 
親

展
 
 

納
付

額
 

 

納期 

期
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

円
 

 

1 
こ
の
税
の
賦
課
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
第
4条
の
規
定
に
よ

り
、
福
岡
県
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
な
お
、そ
の
際
、審
査
請
求
書
は
正
副
2通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

な
る
べ
く
所
轄
県
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
上
記
1の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後

で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
は
、

そ
の
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6ヶ
月
以
内
に
福
岡
県
を

被
告
と
し
て
(代
表
者
は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
)こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
(1)か

ら
(3)ま

で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
、
こ
の
処
分

の
取
消
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
(1) 

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
3ヶ
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。
 

 
(2) 

処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
き
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を

避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

 
(3) 

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
 

 
 
延
滞
金
に
つ
い
て
 
 
 

 
 
口
座
振
替
日
に
お
い
て
残
高
不
足
等
に
よ
り
口
座
振
替
が
行
え
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
口
座
振
替
日
以
降
に
納
税
催
告
用
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
当
該

納
付
書
に
よ
り
納
税
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
な
お
、
そ
の
際
の
延
滞
金
の
計
算
は
、
法
律
に
基
づ
き
納
期
限
(納
期
の
末
日
)

の
翌
日
か
ら
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

 
 
そ
の
他
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

          
・
裏
面
の
開
封
方
法
を
御
覧
く
だ
さ
い
 

   
 
上
記
の
金
額
を
納
期
の
末
日
に
下
記
の
口
座
よ
り
振
替
し
ま
す
。
 

  
 
 
金
融
機
関
名
 

 
 
 
支
店

名
 

 
 
 
口

座
 

 
 
 
口
座
名
義
人
 

    
1期
分
の
口
座
振
替
日
は
 
 
年
 
 
月
 
 
日
で
す
。
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
 
こ
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
左
記
の
県
税
事
務
所
の
各
係

に
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 
課
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
課
税
課
事
業
税
係
 

 
 
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
収
税
課
収
納
係
 

(用
紙
 
 
各
紙
と
も
縦
14.8cm横

10cm) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
５
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

納
税
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
(口
座
振
替
) 

 
様
 

 
年
度
 
個
人
事
業
税
2期
 

  
 
第
 
 
種
事
業
 

整
理

番
号
 
 
 

納
付
額
(振
替
額
) 

円
 

 

納
期
限
(振
替
日
) 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

郵
便
は
が
き
 

 
    

様
 

 
納
税
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
 
親

展
 

(個
人
事
業
税
2期
) 

       
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

   
・
裏
面
の
開
封
方
法
を
御
覧
く
だ
さ
い
 

  
上
記
の
金
額
を
下
記
の
口
座
よ
り
振
替
し
ま
す
。
 

 
 
金
融
機
関
名
 

 
 
支

店
名
 

 
 
口

座
 

 
 
口
座
名
義
人
 

  
年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 

  
納
付
に
つ
い
て
 

 
 
 
あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
個
人
事
業
税
の
2期
分
の
税
額

は
、
左
記
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
左
記
納
期
限
に

自
動
振
替
に
よ
り
納
税
さ
れ
ま
す
。
 

  
延
滞
金
に
つ
い
て
 

 
 
 
口
座
振
替
日
に
お
い
て
残
高
不
足
等
に
よ
り
口
座
振
替

が
行
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
口
座
振
替
日
以
降
に
納
税

催
告
用
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
当
該
納
付
書
に
よ

り
納
税
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
そ
の
際
の
延
滞
金

の
計
算
は
、
法
律
に
基
づ
き
左
記
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら

計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

   
そ

の
他
 

 
 
 
こ
の
「
お
知
ら
せ
」
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
左

記
の
県
税
事
務
所
の
各
係
に
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 
課
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
課
税
課
事
業
税
係
 

 
 
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
収
税
課
収

納
係
 

(用
紙
 
 
各
紙
と
も
縦
14.8cm横

10cm) 
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第
３
号
様
式
そ
の
２
の
１
(第
６
条
関
係
)

 
     
※
土
地
を
取
得
さ
れ
た
方
 

 
 
 
住
宅
用
土
地
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
減
額
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
 

  
※
中
古
住
宅
(マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
)を
取
得
さ
れ
た
方
 

 
 
 
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
減
額
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
 

  
※
上
記
の
減
額
等
に
つ
い
て
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
 

  
詳
し
く
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
参
照
下
さ
い
。
 

 
 
 
こ
の
通
知
書
は
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
で
す
。
 

 
詳
細
は
下
欄
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
納
期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

       
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書

兼
領
収
証
書
 
 
 
 
 
 
公
 

 
 
 

 
 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
入
済
通
知
書
 
 
 
 
 
 
公
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
 

 
不
動
産
取
得
税

納
付
書
 

公
 
 
 

 
課

税
番

号
 
 
 

課
税
年
度
 

年
度
 

加
入

者
名
 
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 
口
座

番
号
 
 
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名

口
座
番
号
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

 

年
度
 
 
 
税
目
 
3 

課
税

番
号
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

実
績

年
月
 
17 
 
 
 
 
23 

連
番
 
24 

 
 

氏
名
 

様
 
共
有
者

外
 
 
 
 
名
 

 

調
定

事
由
 
26 

CD 
28 

課
税

年
度
 
29 

納
付

事
由
 
32 

課
税

県
税
 
33 

納
期
限
 
 
 

 

税
額
 

円
 

 
 

所
在

地
 
 
 

筆
数
又
は
棟
数
 
 
 

延
滞
金
額
 

円
 

地
目
・
構
造
 
 
 

用
途
 
 
 

 
 
 

 
 

の内容 

取得不動産 
取
得
原
因
 
 
 

取
得
年
月
日
 

年
 
月
 
日
 

合
計
金
額
 

円
 

評
価

額
 

円
 

納
期
限
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

課
税
標
準
額
 

円
 

円
 

 
 

税
率
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 
 
 
 
 
 
 
％
 

税
額
 
35 

円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

税
額
 

円
 

円
 

合
計

税
額
 

円
 

延
滞
金
額
 
46 

円
 

氏
名
 

  
様
 

税
額
 

円
 

合
計
金
額
 
90 

円
 

福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

課
税
番
号
 
 
 

延
滞

金
額
 

円
 
左
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

合
計

金
額
 

円
 

領
収
日
付
印
 

 

納
期

限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
106 

 
住
所
 

 氏
名
 

様
 
 
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

 

福
岡

県
 

  
県
税
事
務
所
 

 
 

 

 
 

 
取
引
店
 

上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。
 

取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 

 
(金
融
機
関
保
管
用
) 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 

 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
２
の
２
(第
６
条
関
係
)

 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
 

課
税

番
号
 
 
 

課
税
年
度
 

年
度
 

住
所
 
 
 

氏
名
 

様
 
共
有
者
 
外
 
 
 
名
 

所
在

地
 
 
 

筆
数
又
は
棟
数
 
 
 

地
目
・
構
造
 
 
 

用
途
 
 
 

の内容 

取得不動産 

取
得
原
因
 
 
 

取
得
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

評
価

額
 

円
 

課
税
標
準
額
 

円
 

円
 

税
率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

税
額
 

円
 

円
 

合
計

税
額
 

円
 

税
額
 

円
 

 

納
期

限
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

左
記
の
金
額
を
共
同
取
得
者
の
方
々
と

ご
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

       
 
不
動
産
取
得
税
の
連
帯
納
税
義
務
に
つ
い
て
(お
知
ら
せ
) 

 
①
 
不
動
産
を
共
同
(共
有
)で
取
得
さ
れ
た
方
は
、
こ
の
税
金
に
つ
い
て
の
連
帯
納
税
義
務
者
と
な
り
ま

す
。
 

 
②
 
こ
の
た
び
取
得
さ
れ
ま
し
た
不
動
産
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
総
額
は
右
記
の
額
と
な
っ
て
お
り

ま
し
て
こ
の
税
額
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
通
知
し
て
お
り
ま
す
。
 

 
③
 
代
表
者
と
し
て
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宛
に
納
税
通
知
書
兼
納
付
書
を
送
付
致
し
て

お
り
ま
す
。
 

 
④
 
そ
の
納
付
書
で
、
共
同
取
得
者
の
下
記
の
方
々
と
ご
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
 

 
⑤
 
こ
の
通
知
書
は
、
納
付
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。
 

                   電
話
番
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
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第
３
号
様
式
そ
の
３
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削
除
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
２
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 
 

1 2 3 
 

1 
2 3 

 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
C 
＃
 

3  
 
 
 
 
 
C 
＃
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

 
 

 
 
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

7 
 
 
 
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

7 
 
 
 

 
 
 
 
自
動
車
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書

兼
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
 

 公 
 
 
 
 
 
 
納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
 公 

 
 
 
 
  
領

収
済

通
知

書
 

 
 公 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県

税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県

税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県

税
事
務
所
出
納
員
 

 

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 

月
 
第
 
 
 
 
号
 

 
 

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 
月
 
第
 
 
 
 
号
 

 
  

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 

月
 
第
 
 
 
 
号
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
  

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

 
 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
12 
 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
12 

登
録

番
号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら

が
な
 
番

号
 
CD 
 
 
登

録
番

号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら

が
な
 
番

号
 
CD 

登
録

番
号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら

が
な
 
番

号
 
CD 
 

 
福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

14 
 
 
 
16 

 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 

14 
 
 
 
16 

 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
  

期
別
 
 
 
納
付
区
分
 
 
 
 
 
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
 
期
別
 
 
 
納
付
区
分
 
 
  
  
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
  
 期
別
 
 
 
納
付
区
分
 
 
 
 

税
額
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税
額
 

20  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税
額
 

20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

28  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

28 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合
計
 

36  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

合
計
 

36 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
 日
 
 

 

 
 

 
 

 
郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番
号
 
 
 

 
 
取

引
店
 
福
岡
銀
行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 

 
取
り
ま
と
め
郵
便
局
 
 
 
 
 
 
郵
便
局
 〒
 

 

印
 
 
 
 
 
 
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

  
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
上
記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

  
上
記
の
と
お
り
納
付
し
ま
す
。
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
44 

 
 
 
 
 
  
 
49  

  
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

44 
 
 
 
 
  
 
49 

自
動
車
税
納
税
証
明
書
 

(継
続
検
査
用
) 

 
 
領
収
印
の
な
い
も
の
又
は
有
効
期
限

が
＝
で
抹
消
し
て
あ
る
も
の
は
納
税
証

明
に
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
 
有
効
期
限
 

 

領
収
日
付
印
 

 

  
払
出
請
求
人
 

 
氏

名
 

 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 
 

領
収
日
付
印
 

 
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
納
付
場
所
は
第
2紙
の
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
(納
税
者
交
付
用
)  

 
 
財
二
業
第
894号

承
認
 
 
 
 
  
 
 
(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
(県
税
事
務
所
送
付
用
)
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
３
(第
６
条
関
係
)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
公
 
福
岡
県
 
自
動
車
税
 
 
 
 
納
付
書
 

 
 

○ 公
福
岡
県
 
自
動
車
税
 

 
 
年
度
 
納
税
通
知
書
兼
領
収
証
書
 

公
 
福
岡
県
 
自
動
車
税
 

 
 
年
度
納
入
済
通
知
書
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                  (店

舗
控
) 

 
 
口

座
番

号
 
 
 

加
入

者
名
 
福
岡
県
 県
税
事
務
所
出
納
員
 
 
 

 
 

加
入
者
名

口
座
番
号
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
収
納
機

関
番
号
 
 
 

納
付

番
号
 
 
 

確
認

番
号
 
 
 

納
付

区
分
 
 
 

税
額
 

円
 

 
 

登
録

番
号
 

 
 

CD  
 
 
課
税
年
度
 

年
度
 
税
目
 

自
動
車
 

 
 

延
滞
金
 

円
 

合
計
金
額
 

円
 

 
 

 
自
動
車
税
納
税
証
明
書
 

(継
続
検
査
・
構
造
変
更
検
査
用
) 

            
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

口
座
 

番
号
 
 

加
入
 

者
名
 
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

登
録
番
号
 

登
録
番
号
 
 
 

  

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

領
収
日
付
印
 

延
滞
金
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

車
台
番
号
 
 

 

納
期
限
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

納
期
限
 
平
成
 
年
 
月
 
日
 
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

  

合
計
金
額
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 

管
理
Ｉ
Ｄ
 
 
 

納
付
者

氏
名
 

様
 

 
 

 
 

有
効
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

延
滞
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
0 
円
 

領
収
日
付
印
 

登
録
番
号
 
 
 

領
収
日
付
印
 

納付者 

氏名 

様
 
合
計
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

 

  

 

 
 

 

領
収
日
付
印
 

 
 
 
裏
面
を
参
照
の
う
え
、
上
記
の
と
お
り
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

上
記
の
金

額
を
領
収

し
ま
し
た
。
 

 
 
領
収
証

紙
・
印

紙
は
不

要
で
す
。
 

 

 
 

ＣＳＶ収納用 

 
 

収
納
代
行
 

(株
)セ
デ
ィ
ナ
 

(ご
注
意
) 

バ
ー
コ
ー
ド
が
な
い
も
の

や
金
額
訂
正
し
た
も
の
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。
 

 (県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 (受
付
局
→
取
り
ま
と
め
店
→

加
入
者
) 

  

□切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。 

 
 

 
 

切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。    

こ
の
納
税
証
明
書
は
車

検
を
受
け
る
と
き
に
必

要
で
す
。
 

【
車
検
証
】と
一
緒
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 
（
コ
ン
ビ
ニ
本
部
控
）
 

 
取
引
店
 
福
岡
銀
行
 
 
取
り
ま
と
め
店
 
郵
便
番
号
812―

8794 
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATM読

取
不
可
 

(金
融
機
関
保
管
／
店
舗
控
用
) 
 
 

  

 
 

 
 

 

お支払いの際は、切り取らないでお出しください。 

こ
の
通
知
書
で
の
コ
ン
ビ
ニ
の
取
扱
い
は
 
月
 
日
ま
で
で
す
。
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号
様
式
そ
の
３
の
４
(第
６
条
関
係
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様
 

             
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
兼
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
) 

 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
 
納
付
書
 

登
録
番
号
 

 
 

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

実
績
年
分
 

年
度
 

 

実
績
年
分

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16実

績
年
分
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

住
所
 

 
 

 

調
定

事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

氏
名
 

様

 

 
 

税
額

円
税

額
 

円

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
延
滞
金
額
 

円

合
計
金
額

円
合
計
金
額
 

円

 

 
 税

額
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 

納
期

限
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

延
滞
金
額
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

氏
名
 

 
様

合
計
金
額
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

 
登
録
番
号
 
 
 

 
 
 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡
県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
 
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
 
自
動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
) 

 
 
有
効
期
限
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
領
収
印
の
な
い
も
の
又
は
有
効
期
限
が
＊
＊
で
抹
消
し
て
あ

る
も
の
は
納
税
証
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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自動車税納税通知書(一括納付用) 
住所又は所在地 
氏名又は名称                       様 

区 分               年度自動車税 
登 録 番 号         別添納付書一覧表のとおり 
合 計 税 額 円 
納 期 限             年   月   日 

 

備 考   

 

上記のとおり別添納付書により納付してください。 
   年   月   日 

福岡県   県税事務所長  印 

    

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄県を
除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第145条、福岡県税条例第48条 
不服申立  1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起

算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請
求をすることができます。 

       なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、な
るべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

      2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でな
ければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決
があつたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告と
して(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場
合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

       (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
       (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき。 
       (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
延滞金   納期限後に納付(入)する場合には、次の例により1台毎の延滞金を計算して

本税と併せて納付してください。 
      納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については特例基準割合を、

それ以降は納付の日までの期間の日数に応じて年14.6％の割合を乗じて得た
額となります。 

      なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未満で
あるときは、延滞金を納める必要はありません。 

      
 
 
 
 
その他   ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。 
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納
付
書
一
覧
表
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
中
 

納
付
事
務
所
 
 
県
税
事
務
所
 

  
法
定
納
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 

連
番
 

調
定
事
務
所
 

件
数
 

金
額
 
 
 
 
円
 

納
税
証
明
書
交
付
番
号
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
 

 
 

 



� � � � ����������� 	
� ����� ��� ��

第
３
号
様
式
そ
の
３
の
７
(第
６
条
関
係
)

 

納
付

書
一

覧
表
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
中
 

納
付
事
務
所
 

調
定
事
務
所
 

納
期
限
 

 
 

 
 

 
 

 連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
 

連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
 

連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
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第
３
号
様
式
そ
の
４
の
１
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

            
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
鉱
区
税
 

納
付
書
 

鉱
区

税
課
税
年
度
 
年
度

年
度

分
 
税

額
 

円

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

登
録
番
号

(整
理
番
号
)  

権
登
録
 
第
 
 
 
号
 
 

( 
 
 
 
 
 
) 
 
 
 
延
滞
金
額
 

円
 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16実

績
年
月
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

課
税
標
準

税
率
 
円
課
税
月
数
 
月
分
合
計
金
額
 

円

 

調
定

事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日

 

住
所
 
 

 
 

税
額

円

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円

 

氏
名

様

上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

合
計
金
額

円
 
 税

額
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年
 
 
月
 
 
日

福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長

 
 

 

延
滞
金
額
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

氏
名
 

 
様

合
計
金
額
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 
 

 
登
録
番
号
 
 
 

領
収
日
付
印
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡
県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
４
の
２
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

           
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
税
通
知
書
 

課
税
年
度
 

 
 
 
 
年
度
 

登
録
番
号
 

権
登
録
 
第
 
 
 
 
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
鉱
区
税
の
連
帯
納
税
義
務
に
つ
い
て
(お
知
ら
せ
) 

  
 
こ
の
納
税
通
知
書
は
あ
な
た
が
共
同
で
取
得
さ
れ
た
鉱
業
権
に
対
し
、
課
税
さ
れ
る
鉱
区
税
用
の
通
知
書
で
す
。
共

同
鉱
業
権
者
は
連
帯
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
の
で
同
じ
税
額
を
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
て
お
り
ま
す
。
つ
い
て
は
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
に
送
付
し
ま
し
た
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
税
額
を
次
の
方
と
ご
相
談
の
上
、
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
度
・
分
 

年
度
 
 
 
 
 
 
 
分
 

課
税
標
準
 
 
 

税
率
 

円
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

課
税
月
数
 

月
分

住
所
 
 
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 

氏
名
 

様

 

 
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

税
額
 
 
 

 

納
期
限
 

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 
上
記
の
税
額
を
共
同
取
得
者
の
方
々
と
御
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 

年
 
 
月
 
 
日

福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
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第
３
号
様
式
そ
の
５
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

1 
(県
税
) 
狩
猟
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
 
公
 
 
 

2 
(県
税
) 

納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

公
 
 
 

3 
(県
税
) 

領
収
済
通
知
書
 

公
 
 
 

年
度
 

税
率
(税
額
) 

福
岡
公
 
 
番
 
加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
 

出
納
員
 

福
岡
公
 
 
番
 
加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
 

出
納
員
 

狩
猟

税
 

円
 

年
度
 

狩
猟

税
 

年
度
 

狩
猟

税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

様
 
 

様
 
 

様
 
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
と
お
り

領
収
し
ま
し
た
か

ら
通
知
し
ま
す
。
 

 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
印
 
 
 
 

 

 
上
記
の
と
お
り
納

付
し
ま
す
。
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 

  
支
店
 
領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
の
と
お
り
領

収
し
ま
し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
下
記

口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 払
出
請
求
人
 

氏
名
 

 
印
 
 

 

納
付
場
所
 

 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

  
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を

御
覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

払
出
口
座

番
号
 
 
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め

郵
便

局
 

郵
便
局
 

 (郵
便
番
号
 
 
)  
 
 

 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 (納
税
者
交
付
用
) 

(金
融
期
間
保
管
用
) 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
６
(第
６
条
関
係
)

 
 

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
県
税
 
 
 

 
 
県
税
 
 
 

 
 
県
税
 
 
 

 
 

 
 

 
分
  
 
 
納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 
 
公
 

 
分
  
 
 
領

収
済

通
知
書
 
 
公
 

 
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
 
 
公
 

 
 

 
 

年
度
 
課
税
標
準
額
 
税

率
 
年
税
額
 

定
期
分
 

円
 

100
1.4

 
円
 
福
岡
公
 
 
 
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 
福
岡
公
 
 
 
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

1期
 
年
 
月
 
日
 
円
 3期
 

年
 
月
 
日
 
円
 

納付額

納期限 

2期
 
年
 
月
 
日
 
円
 4期
 

年
 
月
 
日
 
円
 

年
度
 
 
 

固
定

資
産

税
 

年
度
 
 
 

固
定
資
産

税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

様
 
 
  

様
 
 
  

様
 
 
  

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
上
記
の
と
お
り
納
付
し
ま

す
。
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。
 

領
収

日
付

印
 

取
引
店
 
福

岡
銀
行
 

 
 
 
 
支

店
 

領
収
日

付
印
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま

し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 
 
上
記
金
額
を
私
名
義
の

下
記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
払
出
請
求
人
 

 
氏

名
 
 
 
 
印
 

 

 
納
付
場
所
 

 
 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を
御

覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

払
出
口
座

番
号
  
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め

郵
便

局
 

郵
便
局
 

(郵
便
番
号
 
 
 
) 

 
 

 

備考 第二期以降の分に使用する場合には、第一紙に代えて別紙を用いること。 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 

(金
融
機
関
保
管
用
) 
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
 

 



� � � � ����������� 	
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(第
1紙
) 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
県
税
 
 
 

 
 

 
分
  
 
領

収
証

書
 
 
 
公
 

 
 

年
度
 
 

固
定
資
産
税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

様
 
 
  

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 印
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し

ま
し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 

  
納
付
場
所
 

 
 
 

 
 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

  
 
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を
御

覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

 
 

 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第３号様式その７ (第６条関係)

税 納 税 通 知 書 
住所又は所在地 
氏名又は名称                        様 

年度 税       

課 税 標 準 額 税 率 税 額 

円   円 

納 期 限 年    月    日    

 

備 考   

 

 上記のとおり納付してください。 
     年  月  日 

 
福岡県   県税事務所長  印   

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄
県を除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第   条、福岡県税条例第  条 
不服申立て  1 この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った

日の翌日から起算して60日以内に福岡県知事に対して審査請求をする
ことができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりません
が、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてくださ
い。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、
その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡
県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消し
の訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この
処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

延 滞 金  納期限後に納付(入)する場合には、次の例により延滞金を計算して本税
と併せて納付してください。 
 なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未
満であるときは、延滞金を納める必要はありません。 
  

そ の 他  ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。 

 備考 この様式は、自動車取得税又は軽油引取税を普通徴収の方法によって徴収する場
合に使用すること。 
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第３号様式その８ (第６条関係)

県 た ば こ 税 納 税 通 知 書 
住所又は所在地 
氏名又は名称                        様 

年 度    
売渡し又は消費等の合計本数 ① 本 

課税標準額 
小売定価の合計額 ② 円 
従 量 割 ③   

税 率 
従 価 割 ④   
従 量 割 額(①×③) ⑤ 円 
従 価 割 額(②×④) ⑥ 円 税 額 
合 計(⑤＋⑥) 円 

 

備 考   

 

 上記のとおり納付してください。 
     年  月  日 

 
福岡県   県税事務所長 印   

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄
県を除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第   条、福岡県税条例第  条 
不服申立て  1 この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った

日の翌日から起算して60日以内に福岡県知事に対して審査請求をする
ことができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりません
が、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてくださ
い。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、
その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡
県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消し
の訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この
処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

延 滞 金  納期限後に納付(入)する場合には、次の例により延滞金を計算して本税
と併せて納付してください。 
 なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未
満であるときは、延滞金を納める必要はありません。 
  

そ の 他  ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。 
 



第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第９号様式その１ (第10条関係)

9 0

備考　１　地方税法第十六条の規定により担保を提供する場合に使用すること。
　　　２　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所長」を
　　　　「福岡県知事」に改めること。
　　　３　２部（法務局提出用・控え用）提出させること。
　　　４　管轄法務局の異なる複数の物件がある場合、それぞれで提出すること。
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第９号様式その２ (第10条関係)

 

 

担 保 提 供 書 

 

  自動車の表示「別紙のとおり」 

 

   年度  税に係る地方団体の徴収金として確定しているものの合計金   円

及び未確定の延滞金額について   よる納税担保として、上記担保物を提供しま

す。 

 (なお、上記担保物に抵当権を設定することを承諾します｡) 

   年  月  日 

 

  福岡県   県税事務所長 

 

納税者 住所     氏名        印  

 

所有者 住所     氏名        印  

 
 

 上記は、担保提供書と相違ないことを認証する。 

 

   年  月  日 

 

福岡県   県税事務所長             

 

氏        名印  

 

 備考 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県   県税事務所長」を

「福岡県知事」に改めること。 



第
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号
の
二
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第９号の２様式 (第10条関係)

備考　１　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所長」を
　　　　「福岡県知事」に改めること。
　　　２　印鑑証明書を添付のこと。

         



第
十
号
の
三
様
式
か
ら
第
十
号
の
五
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
10号
の
３
様
式
か
ら
第
10号
の
5様
式
ま
で
削
除



第
十
号
の
九
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第10号の９様式 (第10条関係)

3

備考　１　地方税法第16条の3又は第144条の20の規定により担保を提供する場合に使用すること。
　　　２　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　県税事務所長」を「福岡県
　　　  知事」に改めること。
　　　３　２部（法務局提出用・控え用）提出させること。
　　　４　管轄法務局の異なる複数の物件がある場合、それぞれで提出すること。

      



第
十
号
の
十
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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第10号の10様式 (第10条関係)

備考　１　知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県　　　県税事務所長」を
　　　　「福岡県知事」に改めること。
　　　２　印鑑証明書を添付のこと。

          



第
十
号
の
十
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
10号
の
12様
式
削
除



第
十
一
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第11号の２様式 削除



第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第13号様式 削除



第
二
十
七
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様
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第27号様式その１ (第18条関係)

(表) 

法人の 
県 民 税 
事 業 税 
地方法人特別税 

に係る 
更正 
決定 

及び 
過少申告加算金 
不申告加算金 
重 加 算 金 

額 
決定通知書 
納額告知書 

 
本 店
所 在 地 

  

法 人 名 様 

  

代 表 者 様 

 
  年  月  日 

 
福岡県    県税事務所長 印   

  法 人 番 号   
当初   当初   申 告

期 限 今回   
申告日 

今回   

 下記のとおり更正・決定したので通知します。下記不足税額、過少申告加算金、不申告加算金及
び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日までの延滞金を合計した金
額を別紙納付書により、     までに指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、
福岡県内の郵便局または           に納付してください。 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額

又 は 出 資 金 の 額 円 

事 業 年 度                から               まで 期 末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額 円 

法 人 事 業 税 (      ) 法 人 県 民 税 (      ) 

区 分 課税標準額    円 税率 税 額 区 分 円 

総 額       総 額   

    
100
   

課税標準となる
法 人 税 額 本 県 分 

  

    
100
   

法 人 税 割 額 
  

    
100
   

外 国 の 法 人 税 額 等 控 除 額 
  

計       仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額   

所

得

割 

軽減税率不適用
法 人 の 金 額 

  
100
   利子割額の控除額(控除した金

額) 
  

総 額       差 引 税 額   付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 
  

100
   

納 付 確 定 分 
  

総 額       租税条約の実施に係る控除額   資
本
割 資 本 金 等 の額 

  
100
   既還付請求利子割額が過大で

ある場合の納付額 
  

総 額       

法

人

税

割 

差 引 増 減 税 額   収
入
割 収 入 金 額 

  
100
    

事務所等を有していた月数   

更
正
・
決
定
・
是
認
に
よ
る
税
額 

合 計 事 業 税 額 
  

           円×
12
   

利子割額に関する計算      納 付 確 定 分   

利 子 割 額   納 付 確 定 分    

均
等
割 

 

差 引 増 減 税 額   

控 除 し た 金 額   差 引 増 減 税 額   福 岡 県   

控除することができな
かった金額   所得割に係る特別税   

県 民 税 
総 額   

既に還付を請求した利子
割額   収入割に係る特別税   福 岡 県   

既還付請求利子割額が
過大である場合の納付額       

事 業 税 1 
総 額   

納 付 確 定 分   福 岡 県     

地
方
法
人
特
別
税
額 差 引 増 減 税 額   

分
割
基
準 

事 業 税 2 
総 額   

通 常分 
    ×

100
   国 税 処 理 年 月 日   

加 重分 
    ×

100
   重 加 対 応 所 得 金 額 

  

過
少
申
告
加
算
金 

既に納付の確定した
当 期 分 の 加 算 金 

  差 引 増 減 税 額   重 加 対 応 付 加 価 値 額   

適 用分 
    ×

100
   重 加 対 応 資 本 金 等 の 額 

  

適 用分 
    ×

100
   重 加 対 応 収 入 金 額 

  

加 重分 
    ×

100
   福 岡 県 分 重 加 対 応 税 額 

  

不
申
告
加
算
金 

既に納付の確定した
当 期 分 の 加 算 金 

  差 引 増 減 税 額   

適 用分 
    ×

100
   

適 用分 
    ×

100
   

  

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税 重

加
算
金 既に納付の確定した
当 期 分 の 加 算 金 

  差 引 増 減 税 額   還 付 と な る 利 子 割 額   
 



� � � � ����������� 	
� ����� �����

(裏) 

 

不服申立てについて   

 

1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内

に、行政不服審査法第4条の規定により、福岡県知事に対し審査請求をすることができま

す。 

 なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県

税事務所長を経由して提出することとしてください。 

2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起す

ることができません。 

 審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内

に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

 ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を

経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第27号様式その２ (第18条関係)

年 　　月　 　日
郵便番号
所在地

名称

課税標準額 税      額
実績年月
利子等の種類

申告期限
申 告 日

更正・決定額
既確定額

更正・決定額
既確定額 基礎となる税額 率 加算金額

更正請求日 差引増減額（円） 差引増減額（円） （千円） 　％ （円）

更正・決定理由

加算金決定理由

摘　要

　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

　　　　があります。
　　　　年７．３％の割合の期間に、平成１２年１月１日以降が含まれる場合には、公定歩合により、平成１２年１月１日以降の期間に適用する割合が変わる場合

　法定納期限の翌日から納入（付）の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額
又はその全額を切り捨てる。）に年（３６５日）１４．６パーセント（更正・決定による納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年（３６５日）
７．３パーセント）の割合で計算した延滞金額（１００円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り
捨てる。）を加算して納入（付）してください。

　(1)　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。

　し審査請求をすることができます。
　　なお、その際、請求書は正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この更正又は決定の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提出することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁
　決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）福岡地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起す

福岡県　  　　県税事務所長

　ることができます。

                                                       　還付される合計額　　              　　　円

　ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

　第27号様式その2（第18条関係）
   県民税利子割　更正・決定

            特別徴収義務者番号

         指定納期限　　　　　年　　月　　日　　　　納入（付）すべき合計額　　　　            　　円

１  この更正又は決定の処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に対

種別

加   算   金

通　知　書
納額告知書
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第27号様式その３ (第18条関係)

(表) 

通 知 書 年度  月分から  月分までの県たばこ税更正・決定納額告知書 

業 者 コ ー ド   住所又は所在地   

登 録 番 号   氏 名 又 は 名 称   

 地方税法第  条第  項の規定により下記のとおり更正・決定したので、下記不足税額、過少申告加算金、税 第  号不申告加算金 

及び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日までの延滞金を合計した金額を別紙納付書によ 印 

  

り  年  月  日までに福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局又は福岡県   県税事

務所に納付してください。 

         年  月  日 

福岡県   県税事務所長  

  

  

  

更正・決定によるもの 月

別   課税標準数量 税 額① 
既に納付が確定して
いる税額    ② 

差引不足税額
(①－②) 

又は申告税額 

過 少 申 告加
算 金 

不 申 告加
算 金 重 加 算 金 

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

円 本 円 率   率   率   

円 本 円   

計 本 円 

円 円 

金額 
円
金額 

円 
金額 

円

合 計 本 円 円 円 円 円 円
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(裏) 

 不服申立てについて   

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第4条の規定により、福岡県知事に対し審査請求をすることが

できます。なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なる

べく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して6ヶ月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）

この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までの

いずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消し

の訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の
必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 延滞金について   

 法定納期限の翌日から納入(付)の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端

数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てる。)に年(365日)14.6パーセント(更正・決定による納期限の翌日から1月を経

過する日までの期間については、年(365日)7.3パーセント)の割合で計算した延滞金額(1

00円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。)を加算して納入(付)してください。 

注 年7.3％の割合の期間に、平成12年1月1日以降が含まれる場合には、公定歩合により、

平成12年1月1日以降の期間に適用する割合が変わる場合があります。 

   延滞金額は県税事務所へ確認してください。 
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第27号様式その４ (第18条関係)

          年度  月分から  月分までの    税 

通 知 書 
に係る更正・決定 納額告知書 

組合名 

住 所   

登録
番号   

業態   

屋号 

氏 名 様 

 地方税法第  条第  項の規定により下記のとおり更正・決定したので、下記不足税額、過少申告加算
金・不申告加算金及び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納入(付)の日までの延 
滞金を合計した金額を別紙納入(付)書により  年  月  日までに福岡県指定金融
機関、福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局、福岡県   県税事務所に納入(付)
してください。 
    年  月  日 

福岡県   県税事務所長      

印    

  

更正・決定によるもの 過少申告加算金 不申告加算金 重 加 算 金 月

別 

課税標準 
税
率 税額① 

既に納入(付)
の確定してい
る税額  ② 

差引過不足税額
①－② 

又は申告税額 率 金 額 率 金 額 率 金 額 

      
円 円 円

100  

円

100  

円 

100  

円

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

            
100  

  
100  

  
100  

  

合
計                       
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  不服申立てについて   

１ この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に、行政不服審査法第4条の規定により、福岡県知事に対し審査請求をすること

ができます。なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、

なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の

翌日から起算して6ヶ月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となりま

す。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)

までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

  延滞金について   

  法定納期限の翌日から納入(付)の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端

数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てる。)に年(365日)14.6パーセント(更正・決定による納期限の翌日から1月を経

過する日までの期間については、年(365日)7.3パーセント)の割合で計算した延滞金額(1

00円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。)を加算して納入(付)してください。 

  注 年7.3％の割合の期間に、平12年1月1日以降が含まれる場合には、公定歩合により、

平成12年1月1日以降の期間に適用する割合が変わる場合があります。 

    延滞金額は県税事務所へ確認してください。 
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第27号様式その５ (第18条関係)

自動車取得税に係る更正・決定 
通 知 書 
納額告知書 

 

住 所   納 税
義務者 氏 名   自動車登録

又は届出番号   

区 分 課 税 標 準 額 税 率 税 額 

更 正 ・ 決 定 に
よ る も の 

円 
 100 
 円 

既に納付の確定
し て い る も の    100 

   

自
動
車
取
得
税 

差引過不足税額       

区 分 過 不 足 税 額 率 加 算 金 額 

過少申告加算金額 円 
 100 
 円 

不申告加算金額    100 
   

重 加 算 金 額    100 
   

加

算

金 

合 計       

法 定
納期限 

    年  月  日 納 付 場 所 
福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融
機関、福岡県内の郵便局 福岡県   県
税事務所 

 地方税法第  条第  号の規定により上記のとおり更正、決定したので、上記不足税額、過少申
告加算金、不申告加算金及び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日まで
の延滞金を合計した金額を別紙納付書により  年  月  日までに納付してください。 

     年  月  日                      印   
福岡県  県税事務所長     

    
  

   不服申立てについて   
1 この処分に不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行政不服
審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請求することができます。 
  なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所
長を経由して提出することとしてください。 
2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。 
  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない
で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 
 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 延 滞 金 に つ い て   

 法定納期限の翌日から納入(付)の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があると
き、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年(365
日)14.6パーセント(更正・決定による納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年
(365日)7.3パーセント)の割合で計算した延滞金額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が
1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納入(付)してくだ
さい。 

 注 年7.3％の割合の期間に、平成12年1月1日以降が含まれる場合には、公定歩合により、平成12
年1月1日以降の期間に適用する割合が変わる場合があります。 

   延滞金額は県税事務所へ確認してください。 
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第27号様式その６ (第18条関係)

年 　　月　 　日
郵便番号
所在地

名称

課税標準額 税      額
実績年月 申告期限

申 告 日
更正・決定額
既確定額

更正・決定額
既確定額 基礎となる税額 率 加算金額

更正請求日 差引増減額（円） 差引増減額（円） （千円） 　％ （円）

更正・決定理由

加算金決定理由

摘　要

　第27号様式その6（第18条関係）
   県民税配当割　更正・決定

            特別徴収義務者番号

福岡県　  　　県税事務所長

　ることができます。

                                                       　還付される合計額　　              　　　円

　ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

         指定納期限　　　　　年　　月　　日　　　　納入（付）すべき合計額　　　　            　　円

１  この更正又は決定の処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に対

種別

加   算   金

　(1)　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。

　し審査請求をすることができます。
　　なお、その際、請求書は正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この更正又は決定の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提出することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁
　決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）福岡地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起す

　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

　　　　があります。
　　　　年７．３％の割合の期間に、平成１２年１月１日以降が含まれる場合には、公定歩合により、平成１２年１月１日以降の期間に適用する割合が変わる場合

　法定納期限の翌日から納入（付）の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額
又はその全額を切り捨てる。）に年（３６５日）１４．６パーセント（更正・決定による納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年（３６５日）
７．３パーセント）の割合で計算した延滞金額（１００円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り
捨てる。）を加算して納入（付）してください。

通　知　書
納額告知書



第
六
十
一
号
の
二
十
一
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������� 	
� ����� �����

第27号様式その７ (第18条関係)

　　　 県民税株式等譲渡所得割 更正・決定　

年 　　月　 　日
郵便番号
所在地

名称

課税標準額 税      額
実績年月 申告期限

申 告 日
更正・決定額
既確定額

更正・決定額
既確定額 基礎となる税額 率 加算金額

更正請求日 差引増減額（円） 差引増減額（円） （千円） 　％ （円）

更正・決定理由

加算金決定理由

摘　要

                                                       　還付される合計額　　              　　　円

　ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

１  この更正又は決定の処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に対

　第27号様式その7（第18条関係）

            特別徴収義務者番号

         指定納期限　　　　　年　　月　　日　　　　納入（付）すべき合計額　　　　            　　円

種別

加   算   金

福岡県　  　　県税事務所長

　(1)　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。

　し審査請求をすることができます。
　　なお、その際、請求書は正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この更正又は決定の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提出することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁
　決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）福岡地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起す
　ることができます。

　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

　　　　があります。
　　　　年７．３％の割合の期間に、平成１２年１月１日以降が含まれる場合には、公定歩合により、平成１２年１月１日以降の期間に適用する割合が変わる場合

　法定納期限の翌日から納入（付）の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額
又はその全額を切り捨てる。）に年（３６５日）１４．６パーセント（更正・決定による納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年（３６５日）
７．３パーセント）の割合で計算した延滞金額（１００円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り
捨てる。）を加算して納入（付）してください。

通　知　書
納額告知書
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第52号様式 (第31条関係)

交付 第    号   

債 権 差 押 通 知 書            第     号 

(債 務 者)                                    年  月  日  
福岡県    県税事務所           

福岡県徴税吏員       印   
 下記のとおり、滞納金額を徴収するため、債権を差し押えますので履行期限までに当福岡県   県税事務所あ
て支払つてください。この通知を受けた後、債権者に対して支払つてもその支払は無効です。 
 1 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審
査法第4条の規定により福岡県知事に審査請求することができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由し
て提出することとしてください。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告と
して(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)
から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

住 (居) 所   滞
納
者 

(

債
権
者) 氏 名   

課税番号 年 度 年月分 税 目 納期限 税 額 ※延 滞 金 額 加算金額 ※滞納処分費 摘 要 
法律による金額 法律による金額 

          
円 

円 
円 

円 
  

法律による金額 法律による金額 
            

  
  

  
  

法律による金額 法律による金額 
            

  
  

  
  

滞

納

金

額 本書作成の日までに徴収すべき金額 万 千 百 十 円 

債 務 者 住(居)所   氏 名   

  

  

  

差
押
債
権 

  

履 行 期 限 年    月    日 

  
 
 注 ※印の欄に掲げた金額は、本書作成の日までのものです。 

備考 1 給料等の差押えを行うときは、付表(債権(給与)差押通知書付表)を必要に応じ通知書に添付するなど、債

務者あて送達すること。この場合において、滞納者の同意があつたときは、第59号様式の「給料等制限外差

押承諾書」を添付して送達すること。 

   2 この通知書は、第48号様式その2の「差押調書」とあわせて複写により作成すること。 

   3 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県 
県税事務所 
福岡県徴税吏員」 

を 
「福岡県総務部税務課 

福岡県徴税吏員」

    に、「福岡県   県税事務所」を「福岡県」に、「審査請求」を「異議申立て」に改め、「なお、その際、

審査請求書は正副2通を提出しなければなりません。なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することと

してください。」を削ること。 

   4 この通知書は、お知らせ(第61号の92様式)を添付して交付すること。 
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第
52号
様
式
の
付
表
(第
31条
関
係
)

第
52号
様
式
の
付
表
　
（
第
31条
関
係
）

（
表
）

　
給
与
の
差
押
禁
止
額
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和
34年

法
律
第
147号

）
第
76条

に
下
記
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
差
押
金
額
（
当
所
に
支
払
う
金
額
）
は
、
お
手
数
で
す
が
、

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

滞
 納
 者

月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月
　
　
　
　
月

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

(ｱ)
源
泉
徴
収
所
得
税
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

(ｲ)
特
別
徴
収
さ
れ
る

県
市
町
村
民
税
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

(ｳ)
社

会
保

険
料

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

(ｴ)
（
100,000

円
＋
45,000

円
×
親
族
の
数
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計
(
ｱ
)
＋
(
ｲ
)
＋
(
ｳ
)
＋
(
ｴ
)

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

注
 １
 

係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

２
 

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

３
 

保
険
料
の
控
除
）
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

４
 

　

こ
れ
ら
の
合
計
額
を
そ
の
月
の
給
与
等
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
賞
与
等
と
給
料
等
に
つ
い
て
各
別
に
上
記
に
よ
る
計
算
金
額
を
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

５
 
②
欄
の
(ｴ)の

「
親
族
の
数
」
と
は
、
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
（
配
偶
者
6親
等
内
の
親
族
及
び
3親
等
内
の
姻
族
）
の
数
を
い
い
、
滞
納
者
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

６
 
③
欄
、
〔
（
①
－
②
）
×
　
 　
〕
の
金
額
が
(ｴ)の

金
額
の
２
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
③
欄
に
記
載
し
ま
す
。

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
給
与
等
が
２
か
月
分
で
あ
る
と
き
は
、
（
100,000円

＋
45,000円

×
親
族
の
数
)×
２
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
賞
与
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
と
給
料
等
と
が
同
一
月
内
に
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、

①
欄
の
(ｱ)の

「
源
泉
徴
収
所
得
税
額
」
と
は
、
所
得
税
法
第
183条

（
給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
、
第
190条

（
年
末
調
整
）
、
192条

（
年
末
調
整
に
係
る
不
足
額
の
徴
収
）
又
は
第
212条

（
非
居
住
者
等
の
所
得
に

②
欄
の
(ｲ)の

「
特
別
徴
収
さ
れ
る
県
市
町
村
民
税
額
」
と
は
、
地
方
税
法
第
41条

第
1項
（
個
人
の
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
）
及
び
第
321条

の
3（
個
人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
に
つ
き

②
欄
の
(ｳ)の

「
社
会
保
険
料
」
と
は
、
健
康
保
険
法
第
78条

第
1項
（
報
酬
か
ら
の
保
険
料
の
控
除
）
そ
の
他
の
法
律
又
は
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
料
等
か
ら
控
除
さ
れ
る
社
会
保
険
料
（
所
得
税
法
第
74条

第
2項
（
社
会

②
欄
の
(ｴ)の

100,000円
及
び
45,000円

の
金
額
は
、
給
与
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
１
月
で
あ
る
場
合
の
金
額
で
す
か
ら
、
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
１
月
を
超
え
る
場
合
は
そ
の
月
数
だ
け
倍
す
る
こ
と
に

債
権
（
給
与
）
差
押
通
知
書
付
表

   ①
 －
 （
 ②
 ＋
 ③
 ）

算
　
　
　
　
　
　
式

給
与

等
の

総
額

 （
 ①
 －
 ②
 ）
 ×

①②③

差
押
金
額

100

20

100

20
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（
裏
）

国
税
徴
収
法
第
76条

（
給
与
の
差
押
禁
止
）

１
　

　
　

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
滞
納
者
が
同
一
の
期
間
に
つ
き
2以
上
の
給
料
等
の
支
払
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
に
つ
き
、
第
4号
又
は
第
5号
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
限
度
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

      
の
給
与
等
に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額

二
　
地
方
税
法
第
321条

の
3(個

人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
）
そ
の
他
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
与
等
に
つ
き
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
相
当
す
る
金
額

三

　
　
　
規
定
す
る
社
会
保
険
料
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
金
額

四

　
　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
扶
助
の
基
準
と
な
る
金
額
で
給
料
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
に
応
ず
る
も
の
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額

五
　
そ
の
給
料
等
の
金
額
か
ら
前
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
の
　
　
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
前
号
に
掲
げ
る
金
額
の
2倍
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
金
額
）

２
　

　
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
限
度
と
し
て
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
き
で
な
い
。

３
　

　
係
る
限
度
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
1月
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
退
職
手
当
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
（
以
下
「
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
所
得
税
法
第
199条

（
退
職
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
又
は
第
212条

の
規
定
に
よ
り
そ
の
退
職
手
当
等
に
つ
き
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
に
相
当
す
る
金
額

二
　
第
1項
第
2号
及
び
第
3号
中
「
給
料
等
」
と
あ
る
の
を
「
退
職
手
当
等
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
金
額

三
　
第
1項
第
4号
に
掲
げ
る
金
額
で
同
号
に
規
定
す
る
期
間
を
1月
と
し
て
算
定
し
た
も
の
の
3倍
に
相
当
す
る
金
額

四
　
退
職
手
当
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
5年
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
年
数
1年
に
つ
き
前
号
に
掲
げ
る
金
額
の
　
　
に
相
当
す
る
金
額

５
　
第
1項
、
第
2項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
滞
納
者
の
承
諾
が
あ
る
と
き
は
適
用
し
な
い
。

国
税
徴
収
法
施
行
令
第
34条

（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）

　
45,000円

を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。
  

給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、
退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
（
以
下
「
給
料
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
の
金
額
は
、
差
し
押
え
る
こ

所
得
税
法
第
183条

(給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
、
第
190条

（
年
末
調
整
）
、
第
192条

（
年
末
調
整
に
係
る
不
足
額
の
徴
収
）
、
又
は
第
212条

（
非
居
住
者
等
の
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
そ

健
康
保
険
法
（
大
正
11年

法
律
第
70号

）
第
78条

第
1項
（
報
酬
か
ら
の
保
険
料
の
控
除
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
給
与
等
か
ら
控
除
さ
れ
る
社
会
保
険
料
（
所
得
税
法
第
74条

第
2項
（
社
会
保
険
料
控
除
）
に

と
な
っ
た
期
間
1月
ご
と
に
100,000円

（
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
親
族
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
1人
に
つ
き

滞
納
者
（
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
を
含
む
。
）
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
25年

法
律
第
144号

）
第
12条

（
生
活
扶
助
）
に
規
定
す
る
生
活
扶
助
の
給
付
を
行
う

給
料
等
に
基
づ
き
支
払
を
受
け
た
金
銭
は
、
前
項
第
4号
及
び
第
5号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
、
そ
の
給
料
等
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
の
日
数
の
う
ち
に
差
押
の
日
か
ら
次
の
支
払
日
ま
で
の
日
数
の
占
め
る
割
合
を

賞
与
及
び
そ
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
時
に
お
け
る
給
料
等
と
み
な
し
て
、
第
1項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
4号
又
は
第
5号
に
掲
げ
る
金
額
に

法
第
76条

第
1項
第
4号
（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
滞
納
者
の
給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、
退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
の
支
給
の
基
礎

100
20

100

20
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第54号様式 (第31条関係)

交付 第    号  

差 押 書          第    号  

  

 
年   月   日 

福岡県  県税事務所長        印 
様             福岡県徴税吏員          

   

 下記のとおり、滞納金額を徴収するため、財産を差し押えます。 

1 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政
不服審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請求することができます。 
  なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を
経由して提出することとしてください。 
2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない
で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 
 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

住(居)所   滞
納
者 氏 名   

年月分 年
度 

税 目 課税番号 
調定事由 連番 

納期限 税 額 ※延 滞 金 額 加算金額 摘 要 

       
    

  円 法律による金額 
     円 

円   

       
    

  円 法律による金額 円   

※滞納処分費(法律による金額) 円 

滞
納
金
額 

本書作成の日までに徴収すべき金額 千 百 十 万 千 百 十 円 

差

押

財

産 

  

所 属 氏 名 電 話 
  

連
絡
先 

課 
係   

 
番 

  
 注 ※印の欄に掲げた金額は、本書作成の日までのものです。   

備考 1 この差押書は、国税徴収法第68条第1項に規定する不動産、同法第70条第1項に規定する船舶及
び航空機、同法第71条第1項に規定する自動車及び建設機械並びに同法第72条第1項に規定する第
三債務者等がない無体財産権等を差し押さえるときに使用すること。 

   2 この差押書は、第48号様式その3の「差押調書」とあわせて複写により作成すること。 
   3 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県  県税事務所」を「福岡県総務部税

務課」に、「審査請求」を「意義申立て」に改め、「なお、その際、審査請求書は正副2通を提
出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてくださ
い。」を削ること。 
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第57号様式 (第31条関係) (第三債務者等のある無体財産権等用)

交付 第   号  

差 押 通 知 書       第     号  

(第三債務者等)                           年  月  日  
福岡県  県税事務所       

福岡県徴税吏員    印  
 下記のとおり、滞納金額を徴収するため、財産を差し押えます。 
1 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以
内に行政不服審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請求することができます。 
  なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事
務所長を経由して提出することとしてください。 
2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること
ができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算
して6か月以内に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴
えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、
審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 
 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があ

るとき。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

住 所   滞
納
者 氏 名   

課税
番号 

年
度 

年
月
分 

税目 
納期
限 

税 額 
※ 
延 滞 金 額 

加 算
金 額 

※ 
滞納処分費 

摘要 

法律による金額 法律による金額 
          

円 
円 

円 
円 
  

法律による金額 法律による金額 
            

  
  

  
  

滞
納
金
額 

文書作成の日までに徴収すべき金額 
万 千 百 十 円 

財
産 

差
押 

  

  

 注 ※印の欄に掲げた金額は、本書作成の日までのものです。 

 備考 1 この通知書は、国税徴収法第73条第1項に規定する第三債務者等がある無体財産権等

(電話加入権を除く。)を差し押えるときに使用すること。 

    2 この通知書は、第48号様式その4の「差押調書」とあわせて複写により作成すること。 

    3 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県  県税事務所」を「福岡県

総務部税務課」に、「審査請求」を「異議申立て」に改め、「なお、その際、審査請求

書は正副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提

出することとしてください。」を削ること。 
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第61号の２様式その１ (第31条関係) (一般用)

捜 索 調 書         第     号  

年  月  日  
福岡県     県税事務所           

福岡県徴税吏員       印   

 滞納処分のため下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定の例により、この調
書を作ります。 

住 (居) 所   滞
納
者 氏 名   

課 税 番 号 

年 月 分 
税 目 納 期 限 税 額 ※ 延 滞 金 額 加算金額 

※ 
滞納処分費 備 考 

  

  
  ・ ・   

法律による
金額 

円 
  

法律による
金額 

円 
  

  

  
  ・ ・           

  

  
  ・ ・           

  

  
  ・ ・           

  

  
  ・ ・           

滞

納

金

額 

本書作成の日までに徴収すべき金額 
百 十 万 千 百 十 円 

  捜索した場所
又 は 物   

午 前 後 時    分から 
捜索した日時      年  月  日 

午 前 後 時    分まで 

備

考 

  

 上記の捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。 
    立会人            (               )         印 

 捜索調書謄本(捜索を受けた者あて)を受領しました。 
      年  月  日 
                   (               )         印 

 注 ※印の欄に掲げた金額は、この調書作成の日までのものです。 
 備考 1 国税徴収法第146条第1項の例による文書に使用すること。 
    2 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県  県税事務所」を「福岡県総務

部税務課」に改めること。 
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第61号の２様式その２ (第31条関係) (占有・搬出等用)

 

捜 索 調 書(謄 本)        第  号  

年  月  日  
福岡県    県税事務所         

福岡県徴税吏員         印  
  

滞納処分のため下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定の例
により、この調書を作ります。 

住 (居) 所 
  滞

納

者 

氏 名 
  

  
捜 索した場所

ま た は 物   

捜 索した日時 
午

年  月  日  
午

前 
後 

前 
後 

  時   分から 
 
  時   分まで 

備

考 

 下記の財産を占有・搬出しました。 

  上記捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。 
立会人         (   )             印  

  捜索調書謄本(捜索を受けた者あて)を受領しました。 
        年  月  日  (   )                印 

 備考 知事が引継ぎを受けている徴収金については、｢福岡県  県税事務所｣を｢福岡

県総務部税務課｣に改めること。 
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第61号の21様式 (第31条関係)

公  売  公  告        第   号 
  年  月  日 

福岡県             印 
 下記により差押財産の公売をします。 
 国税徴収法第95条の規定により公告します。 

公 売 財 産 

売却区分
の 番 号 名称 数量 性質 所在 地上権等の

内容その他 
公売保証金  

            十 万 千 百 十 円 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

公
売
財
産
・
公
売
保
証
金 

(注) 上記売却区分の番号ごとに公売します。入札書は売却区分の番号ごとに別紙
としてください。 

公 売 方 法     

入札・せり売 年 月 日 午 前後 時 分から ( )  午 
前
後 時 分まで 

公
売
日
時 開 札 年 月 日 午 前後 時 分 

公 売 場 所   

売 却 決 定 日 時 年 月 日 午前 後  時 場 所   

買 受 代 金 
納 付 期 限 年 月 日 午前 後  時 

買受人について
の資格その他の
要件 

  

そ 
の 
他 
 

 配当を受ける者の権利の申出について  
 この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、
留置権等の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により
その内容を当事務所に申し出てください。なお、債権現在額申立書の用紙は当事務所に
用意しております。 
１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に
行政不服審査法第４条の規定により福岡県知事に異議申立することができます。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の異議申立に対する決定を経た後でなければ提起することがで
きません。異議申立の決定を経た後は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月
以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、異議申立に対する決定
を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 
(1) 異議申立があった日から３か月を経過しても決定がないとき。 
(2)  処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
（不動産等の公売にかかる処分については、訴えを提起することができる期限が制限されていま
す。） 

(3)  その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 ※「入札心得書またはせり売心得書」は、当事務所に備え付けております。 
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備考 
  1 この公告は、動産および有価証券とその他の財産とに区分して、それぞれ別紙に作

成すること。 
  2 公売保証金を要しないものについては、該当欄に「不要」と記入すること。 
  3 公売する財産の数が多い等の場合には、「公売財産・公売保証金」の欄を別紙とす

ること。この場合には、この欄に「別紙のとおり」と記入し、この別紙が公売公告
の掲示場と異なる場所に掲示される場合は、その掲示する場所をもあわせて記入す
ること。 
4 「公売の方法」欄は、公売の方法の別により「期日入札」、「期間入札」、「期日せり
売り」又は「期間せり売り」のいずれかを記載すること。 
  なお、期日入札又は期間入札の場合に、最高価申込者を決定するに際して複数落
札入札制によることとしたときは、その旨を併せて記載する。 

  5 「公売日時」の「入札せり売」の欄のかつこ内には、せり売の場合での終了時が明
確に予定されない場合に「おおむね」と記入すること。 

  6 「その他」の欄には国税徴収法第95条第1項第9号に該当する公売財産に関する特有
の事項のほか、公売公告に記載しなくても法律上明確な事項であるが念のため記載
しておく方が実務上便宜と思われる事項をあわせて記入すること。 

  7 複写とし、控えには伺い欄を設けること。 
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第
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第61号の21の２様式 (第31条関係)

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告      第    号 
年  月  日 

福岡県              印 
 下記により差押財産の公売をします。 
 国税徴収法第95条および第99条の規定により公告します。 

公 売 財 産 
売 却 区分
の 番 号 名称 数量 性質 所在 

地上権等の
内容その他 

公売保証金 見 積 価 額 
(最低公売価額) 

            十万千百十円百十万千百十円

                         

                         

                         

                         

                         

                         

公
売
財
産
・
公
売
保
証
金
・
見
積
価
額 (注)  ① 上記売却区分の番号ごとに公売します。入札書は売却区分の番号ごと

に別紙としてください。 
    ② 見積価額欄に※印のあるものはその見積価額が該当物件にもはりつけ

てあります。 
公 売 方 法     

入札・せり売 年 月 日 午前後 時 分から (  ) 午 
前
後 時 分まで 

公
売
日
時 開 札 年 月 日 午前後 時 分 

公 売 場 所   

売 却 決 定 日 時 年 月 日 午前 後  時 場 所   

買受代金納付期限 年 月 日 午前 後  時 

買受人についての
資格その他の要件   

そ
の
他 
 

 配当を受ける者の権利の申出について  
 この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、
留置権等の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により
その内容を当事務所に申し出てください。なお、債権現在額申立書の用紙は当事務所に
用意しております。 
１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に行
政不服審査法第４条の規定により福岡県知事に異議申立することができます。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の異議申立に対する決定を経た後でなければ提起することができ
ません。異議申立の決定を経た後は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、異議申立に対する決定を経ない
で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 
(1) 異議申立があった日から３か月を経過しても決定がないとき。 
(2)  処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
（不動産等の公売にかかる処分については、訴えを提起することができる期限が制限されていま
す。） 

(3)  その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
※「入札心得書またはせり売心得書」は、当事務所に備え付けております。 
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 備考 
  1 この公告は、動産および有価証券とその他の財産とに区分して、それぞれ別紙に作

成すること。 
  2 公売保証金を要しないものについては、該当欄に「不要」と記入すること。 
3  公売する財産の数が多い等の場合には、「公売財産・公売保証金・見積価額」の欄
を別紙とすること。この場合には、この欄に「別紙のとおり」と記入し、この別紙が
公売公告の掲示場と異なる場所に掲示される場合は、その掲示する場所をもあわせて
記入すること。 
4 「公売の方法」欄は、公売の方法の別により「期日入札」、「期間入札」、「期日せり
売り」又は「期間せり売り」のいずれかを記載すること。 
  なお、期日入札又は期間入札の場合に、最高価申込者を決定するに際して複数落札
入札制によることとしたときは、その旨を併せて記載する。 

  5 「公売日時」の「入札せり売」の欄のかつこ内には、せり売の場合での終了時が明
確に予定されない場合に「おおむね」と記入すること。 

  6 「その他」の欄には国税徴収法第95条第1項第9号に該当する公売財産に関する特有
の事項のほか、公売公告に記載しなくても法律上明確な事項であるが念のため記載
しておく方が実務上便宜と思われる事項をあわせて記入すること。 

  7 複写とし、控えには伺い欄を設けること。 
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第61号の21の３様式 (第31条関係)

　　　　　　　　公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 　　　 　 　　第　　　　号

　　　　　　　　　　　　福岡県　　　　　     印

日時 　　　　　年　　月　　日　　　　時 場所

日時 　　　　　年　　月　　日　　　　時 場所

そ
 
の
 
他

　　　 年　　月　　日　　時　　　　から　　　　年　　月　　日　　時　　 まで

公売参加申込期間 　　　 年　　月　　日　　時　　　　から　　　　年　　月　　日　　時　　 まで

 入札・せり売期間 

最高価申込者決定

  　　年　　月　　日　

公　　　　売　　　　財　　　　産

売却区分番号

　　国税徴収法第95条および第99条の規定により公告します。
　　下記により差押財産の公売をします。

公売保証金 見 積 価 額
（最低公売価額）

【財産の表示】
　①公売財産の名称
　②数量
　③性質及び所在
　　など

公
売
財
産
・
公
売
保
証
金
・
見
積
価
額

公　売　方　法 　　　　入　　　札　　・　　せ　り　売

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審査法第４
  条の規定により福岡県知事に異議申立することができます。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の異議申立に対する決定を経た後でなければ提起することができません。異議申立
  の決定を経た後は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福
  岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに
  該当する場合には、異議申立に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　(1) 異議申立があった日から３か月を経過しても決定がないとき。
　(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要
　  があるとき。（不動産等の公売にかかる処分については、訴えを提起することができる期限が制限されています。）
  (3) その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

　この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利を有する者は、売
却決定をする日の前日までに債権現在額申立書によりその内容を当事務所に申し出てください。なお、債権現在額申立書の
用紙は当事務所に用意しております。

公　売　場　所

売　却　決　定

買受代金納付期限

買受人についての
資格その他の要件

配当を受ける者の権利の申出について

　　　　年　　月　　日　　時　　　分
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第61号の56様式から第61号の67様式まで 削除
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第61号の93様式 (第31条関係)

 

事 情 届 

年  月  日 
 福岡県  県税事務所長 殿 

第三債務者 住 (居) 所                
氏名又は名称            印 

 

電 話                

１
差
押
債
権
の
表
示 

(1) 滞納者（債権者） 

      住 (居) 所 

      氏名又は名称 

(2) 差押年月日    年  月  日 

(3) 差 押 債 権 

2 供 託 し た 金 額     金        円也 

3 供 託 し た 日 時 年  月  日 午前後 時 

供  託  所  

供 託 番 号 平成  年度 金第      号 

４

供

託

の

事

由 

(1) この届出をすることとなつた債権差押通知書の送達日 

年 月 日 

(2) 上記(1)と競合する イ差押命令、仮差押命令、ロ滞納処分による差押え 

 イ            裁判所 部  年( )第  号 

       債権者名 

        (仮)差押命令の送達日  年 月 日 

       差押金額  金      円 

 ロ         税務署（  財務事務所、  市役所、  ） 

       債権差押通知書の送達日  年 月 日 

       差押金額  金      円 

 記載要領については、裏面をご覧ください。 



� � � � ����������� 	
� ����� �����

 

注1 「1差押債権の表示」の欄の「(2)差押年月日」の欄には、債権差押通知書に記載され

ている年月日を記載してください。 

 2 「1差押債権の表示」の欄の「(3)差押債権」の欄には、債権差押通知書の「差押債権」

の欄に記載してあるとおりに記載してください。 

 3 「4供託の事由」の欄の(2)のイでは、仮差押命令である場合には、(仮)に○印を付け

てください。 

 4 「4供託の事由」の欄に記載しきれないときは、適宜の用紙を用いて横書で記載して

ください(差押えが複数あるときは、そのすべてを記載してください。)。 

備考1 この事情届は、滞納処分により金銭債権を差し押さえられた第三債務者が、その金

銭債権について強制執行による差押命令を受けたことにより、その差押えがされてい

る金銭債権の全額に相当する金銭を供託した場合に、その供託した旨を所長に届ける

場合に使用すること。 

  2 この事情届は、お知らせ(第61号の92様式)と同様、債権差押通知書(第52号様式)

に添付して第三債務者に交付すること。 

  3 知事が引継ぎを受けている徴収金については、「福岡県   県税事務所長」を「福

岡県知事」に改めること。 
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第61号の102様式 削除
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第64号の３様式 (第34条の２､ 第38条関係)

  法 人 番 号  

法 人 名  

所 在 地 電話(             )

代表者名
印 

   受付印 

 

 

 

平成 年 月 日 

福岡県    県税事務所長 殿 代 表 者
住 所

還
付
請
求
事
由 

１ 更生手続開始決定 
２ 再生手続決定 
３ 法人税法施行令第 24条の 2第 1項に規定する再生計画認可の決定に準ずる事実 
４ 地方税法施行規則第 3条の 2の 2又は第 4条の 3の2に規定する事由 

 年   月   日 

仮 装 経 理 還 付 請 求 書 

 
地方税法             の規定に基づき、下記のとおり             の 

 

還付を請求します。 

１ 還付請求額の明細 
仮装経理に基づく過大申告
をした事業年度又は連結事
業年度 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 
確定申告書提出年月日    年  月  日 

仮装経理に基づく過大申告
の更正の日 

   年  月  日 
控除開始事業年度又は連結
事業年度 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

法人事業税・地方法人特別税 法人県民税（法人税割） 

仮装経理事業税額 ①  仮装経理法人税割額 ⑧  

既に控除した税額 ②  既に控除した税額 ⑨  

還付請求額（①－②） ③  還付請求額（⑧－⑨） ⑩  

 

既に控除した税額 ⑤  
  

 

還付請求額（④－⑤） ⑥    

還付請求額小計(③+⑥) ⑦    

２ 還付を受けようとする金融機関等 

金 融 機 関 名  

本 支 店 名  
口 座 番 号 等

普 通 ・ 当 座 

（           ） 

注１ この請求書は、一事業年度ごとに一部提出してください。 

２ この請求書を提出する際は、還付請求事由を証する書類を添付してください。 

３ 「確定申告書提出年月日」の欄は、当該事業年度分の確定申告を提出した年月日を記載してください。 

第 53条第37項 

第 72条の 24の 10第 4項 

仮 装 経 理 法 人 税 割 額 

仮 装 経 理 事 業 税 額 

仮装経理地方法人特別税額 
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第80号様式 (第43条の３､ 第46条関係)

係員 係長 課長 
起案 ・ ・ 課 税 番 号 課税年度 

 
 

    

決裁 ・ ・ 
      

    

  

 
受付印 

  住 所   

フリガナ 印  

  
  年  月  日     

  福岡県 
      県税事務所長殿   

氏 名 
(名称) 

電 話    ―    ― 

住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の 
減額申告書 
還付申請書 

  

 福岡県税条例 
第20条の32 
第20条の35 

の規定により不動産取得税の 
減額申告 
還付申請 

をします。 

所在地及び
地 番 

  

地 目 及 び
地 積 

m2 取 得年月日 年   月   日 住宅用土地 

不動産取得
税 額 

円 
減額 
還付 

の区分 
減額 
還付 

(   年  月  日) 

新築年月日 年  月  日 譲渡年月日 年   月   日 
住 宅 

取得年月日 年  月  日 延 床 面 積 m2 

区 分 当初の賦課決定額 今回の賦課決定額 差 引 増 減 額 

評 価 額       

控 除 額       

課税標準額       

税 額   ①   

② (②の額の計算) 

――――――×    ×2×
100
4
×
4
3
 

＝  
  

条例第20条の32による減
額 

控 除 税 額   ②   

差 引 税 額       

 (事務処理事項) 

登記済証受付年月日及び番号 
 所有権保存登記      年  月  日受付 
 建物表示登記     第        号 

確認年月日
確 認 者 

年  月  日  印  

注 

太
ワ
ク
の
中
だ
け
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

備
考 

こ
の
様
式
は
、
再
賦
課
決
議
を
す
る
場
合
に
も
使
用
す
る
こ
と
。 

入 力 調定異動・宛名マスタ 年  月  日 
印  
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第
112号

様
式
そ
の
１
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新

規
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

  

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

  

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
１
５
 

を
参
照
 

 
 

自
動
車
年
税
額
 

 
円
 

税額 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 
 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
 
2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3. 17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
 
4. ｶﾞｿﾘﾝ・

LPG車
新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5．
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

(領
収
印
) 

納
税
済
証
 

  
 
 

継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
と
し
て
使
用
す
る
場
合

の
有
効
期
限
は
、
翌
年
度
の
5月
30日

で
す
。
(領

収
印
の
な
い
も
の
は
無
効
) 

 

文
字
は
か
い
書
で
、
て
い
ね
い
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 (備
考
) 

 
 
1 
自
動
車
税
は
、
そ
の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
権
を
留
保
し

て
い
る
場
合
は
、
使
用
者
(買
主
)が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
 

  
 
2 
売
買
契
約
書
等
取
引
価
額
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
控
除
額
の
内
訳
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
通
常
の
取
引
価
額
で
申
告
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
省
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 
3 
形
式
的
所
有
権
の
移
転
に
伴
う
非
課
税
に
該
当
す
る
も
の
、
そ
の
他
課
税
免
除
に

該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(※
)こ
の
控
え
は
重
要
な
証
拠
に
な
り
ま
す
か
ら
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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� ����� ��� ��

第
112号

様
式
そ
の
２
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新

規
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

  

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

  

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

減
額

理
由
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
１
５
 

を
参
照
 

 
 

年
月
日
 

自
動
車
税
 

※
 

自
動
車
取
得
税
 

年
月
日
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
税

額
 

 
円
 

 
 

減
額
 
 
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 

差
引
税
額
 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
 
2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3. 17年
排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
 
 
4. ｶﾞｿﾘﾝ・

LPG車
新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5. ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

整
理
番
号
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

区
分
 

税
額
 

 
 

処
理
年
月
日
 

 
 

正
当
額
 

円
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

増
減
額
 

円
 

1．
抹
消
 

 2．
賦
課
取
消
 

 3．
誤
賦
課
 

 4．
49条
該
当
 

 5．
15条
該
当
 

 6．
県
別
換
出
 

 7．
そ
の
他
 
 
 

摘
要
 
 
 

1．
更
正
請
求
 

   2．
126条

該
当
 

   3．
15条
該
当
 

   4．
そ
の
他
 

 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
112号

様
式
そ
の
３
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 

 
運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
連
絡
票
 

 
 

 
 

 
 

自
動
車
取
得
税
 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 
 
 

氏
名

又
は

名
称
 
 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 自

動
車

税
 

 
円
 

 
 

 
 

納
付

税
額
 

 
円
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第
112号

様
式
そ
の
４
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新

規
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

  

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

  

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．

ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．

ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．

バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 

 
 
08．

三
輪
小
型
 
 
 
09．

特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．

そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 

 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
１
５
 

を
参
照
 

 
 

申
告
書
・
所
有
形
態
 
 
 

 
 

状
態
 
 
 

年
税

額
 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

自動車税 

税
率
コ
ー
ド
・
税
額
 
 
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

取
得
年
月
日
 
 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
 
2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3. 17年
排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
 
 
4. ｶﾞｿﾘﾝ・

LPG車
新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5. ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

申
告
年
月
日
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

申
告
・
課
税
 
 
 

 
 

状
態
・
特
例
 
 
 

 
 

価
額
(本
体
・
付
加
) 
 
 

 
 

自動車取得税 

税
額
 
 
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

住
所

コ
ー

ド
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 



� � � � ����������� 	
� ����� �����

［
第
112号

様
式
記
載
要
領
］
 

1 
こ
の
申
告
書
は
、
法
第
122条

の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
納
付
に
関
し
申
告
等
を
行
う
場
合
、
ま
た
、
法
第
152条

第
1項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
申
告
又
は
報
告
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。
 

2 
「
申
告
区
分
」
及
び
「
取
得
原
因
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
右
の
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
「
申
告
区
分
」
の
欄
で
「
7．
変
更
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
番
号
を
記
入
す
る
ほ
か
、
( 
)内
の
該
当
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

3 
「
課
税
区
分
」
の
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
「
自
動
車
取
得
税
」
及
び
「
自
動
車
税
」
の
各
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
同
一
都
道
府
県
内
に
お
け
る
移
転
登
録
に
よ
る
自
動
車
税
の
課
税
対
象
外
、
本
人
持
ち
込
み
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
か
ら
転
入
す
る
場
合
の
自
動
車
取
得
税
の
課
税
対
象
外
、
他
の
都
道
府
県
か
ら
の
移
転
登
録
の
場
合
等
、
1か
ら
6ま
で
の
項
目
に
該
当

し
な
い
場
合
に
は
、
「
7．
そ
の
他
」
を
選
択
し
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

4 
「
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
」
、
「
初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
)」
及
び
「
生
年
月
日
」
の
各
欄
の
う
ち
年
号
の
部
分
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

5 
「
用
途
」
、
「
種
別
」
、
「
営
・
自
区
分
」
、
「
燃
料
の
種
類
」
、
「
所
有
形
態
」
及
び
「
グ
リ
ー
ン
化
特
例
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

6 
「
用
途
」
の
欄
で
「
07．
バ
ス
(そ
の
他
)」
又
は
「
09．
特
種
用
途
自
動
車
」
に
該
当
す
る
場
合
及
び
「
燃
料
の
種
類
」
又
は
「
所
有
形
態
」
の
各
欄
で
「
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

7 
「
納
税
(申
告
・
報
告
)義
務
者
」
の
欄
の
「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
上
段
に
都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
納
税
義
務
者
等
が
ビ
ル
等
に
入
居
し
て
い
る
場
合
又
は
同
居
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
下
段
の
枠
内
に
、
ビ
ル
等
の
名
称
の
ほ
か
に
棟
号
数
、
室
番
号
又
は
○
○
様
方
の
よ
う
に
、
郵
送
物
が
確
実
に
届
く
よ
う
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
「
氏
名
又
は
名
称
」
の
欄
の
右
端
の
「
印
」
位
置
に
、
必
ず
押
印
す
る
こ
と
。
 

8 
「
乗
車
定
員
」
及
び
「
最
大
積
載
量
」
の
各
欄
に
は
、
貨
客
兼
用
車
等
で
あ
る
た
め
乗
車
定
員
及
び
最
大
積
載
量
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
あ
る
場
合
、
( 
)内
に
は
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
乗
車
定
員
と
こ
れ
に
係
る
最
大
積
載
量
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

9 
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
形
状
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

10 
「
長
さ
」
、
「
幅
」
及
び
「
高
さ
」
の
各
欄
に
は
、
特
種
用
途
自
動
車
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

11 
「
取
得
前
の
用
途
」
の
欄
に
は
、
他
か
ら
自
動
車
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
な
ど
、
今
回
の
申
告
以
前
も
当
該
自
動
車
が
所
有
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
用
途
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
し
、
併
せ
て
初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
)

か
ら
の
経
過
年
数
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
「
3．
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

12 
「
時
限
的
軽
減
措
置
」
の
欄
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
又
は
記
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
電
気
・
天
然
ガ
ス
自
動
車
(非
課
税
)…
…
1 

 
(ロ
) 
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(非
課
税
)…
…
2 

 
(ハ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(乗
用
車
等
) 
(非
課
税
)…
…
3 

 
(ニ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
) 
(非
課
税
)…
…
4 

 
(ホ
) 
低
排
出
ガ
ス
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
(非
課
税
)…
…
5 

 
(ヘ
) 
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(1／

4税
率
)…
…
6 

 
(ト
) 
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
車
(1／
4税
率
)…
…
7 

 
(チ
) 
17年
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(1／

2税
率
)…
…
8 

 
(リ
) 
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
車
(1／
2税
率
)…
…
9 

（
ヌ
）
 低
排
出
ガ
ス
中
量
車
基
準
適
合
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
 
（
1/4税

率
）
…
…
Ａ
 

（
ル
）
 17年

排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/4税

率
）
…
…
Ｂ
 

（
ヲ
）
 17年

排
出
ガ
ス
50％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/2税

率
）
…
…
Ｃ
 

13 
「
低
燃
費
車
特
例
」
の
欄
に
は
、
法
附
則
第
12条
の
２
の
５
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 （
イ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
車
、
30万
円
控
除
）
…
…
１
 

 （
ロ
）
否
…
…
２
 

 （
ハ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
車
、
15万
円
控
除
）
…
…
３
 

 （
ニ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
、
30万
円
控
除
）
…
…
４
 

 （
ホ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
50％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
、
15万
円
控
除
）
…
…
５
 

14 
「
17年

排
出
ガ
ス
75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％

達
成
車
(1/4税

率
)」
、
「
17年

排
出
ガ
ス
75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％

達
成
車
(1/2税

率
)」
、
「
17年

排
出
ガ
ス
75％

低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/4税

率
）
」

若
し
く
は
「
17年
排
出
ガ
ス
50％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/2税

率
）
」
と
し
て
「
時
限
的
軽
減
措
置
」
の
適
用
を
受
け
る
場
合
又
は
「
低
燃
費
車
特
例
」
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
「
燃
費
」
の
欄
に

必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
貨
物
自
動
車
の
場
合
に
は
、
「
変
速
装
置
」
及
び
「
構
造
」
の
各
欄
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
「
構
造
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
「
A」
を
、
「
A」
以
外
の
場
合
に
は
「
B」
を
選
択
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
最
大
積
載
量
を
車
両
総
重
量
で
除
し
た
値
が
0.3以

下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(ロ
) 
乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置
が
同
一
の
車
室
内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
車
室
と
車
体
外
と
を
固
定
さ
れ
た
屋
根
、
窓
ガ
ラ
ス
等
の
隔
壁
に
よ
り
仕
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(ハ
) 
運
転
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
し
、
か
つ
、
前
輪
に
の
み
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
又
は
前
軸
及
び
後
軸
の
そ
れ
ぞ
れ
一
軸
以
上
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
(後
軸
に
動
力
を
伝
達
す
る
場
合
に
お
い
て
前
軸
か
ら
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
及
び
プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ

フ
ト
を
用
い
て
後
軸
に
動
力
を
伝
達
す
る
も
の
に
限
る
。
)で
あ
る
こ
と
。
 

15 
「
低
公
害
車
特
例
」
の
欄
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
電
気
・
天
然
ガ
ス
自
動
車
(2.7％

控
除
)…
…
1 

 
(ロ
) 
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(2.4％

控
除
)…
…
2 

 
(ハ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(乗
用
車
等
) 
(1.6％

控
除
)…
…
3 

 
(ニ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
) 
(2.7％

控
除
)…
…
4 

 
(ホ
) 
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(2.0％

・
1.0％

控
除
)…
…
5 

 
(ヘ
) 
低
排
出
ガ
ス
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
(0.5％

控
除
)…
…
6 

 （
ト
）
 低
排
出
ガ
ス
中
量
車
基
準
適
合
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1.0％

控
除
）
…
…
７
 

16 
「
現
実
の
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
118条

第
2項
第
1号
に
規
定
す
る
無
償
に
よ
る
取
得
又
は
譲
渡
者
が
親
族
等
で
あ
る
場
合
の
取
得
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
る
取
得
で
あ
る
等
、
取
得
価
額
が
通
常
の
取
引
価
額
と
異
な
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

17 
「
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
118条

に
規
定
す
る
取
得
価
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

18 
「
取
得
価
額
」
の
欄
の
「
付
加
物
の
内
訳
」
に
は
、
自
動
車
に
付
加
し
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
ス
テ
レ
オ
、
ア
ル
ミ
ホ
イ
ー
ル
等
、
具
体
的
な
付
加
物
の
名
称
と
そ
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
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第
113号

様
式
そ
の
１
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 移
転
変
更
用
及
び
抹
消
・
転
出
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

  

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

  

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15 

を
参
照
 

 
 

自
動
車
年
税
額
 

 
円
 

税額 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 
 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
 
2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3. 17年
排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
 
 4．

ｶﾞｿﾘﾝ・
LPG車

新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5．
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

納
税
済
証
 

  

(領
収
印
) 

継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
と
し
て
使
用
す
る
場
合

の
有
効
期
限
は
、
翌
年
度
の
5月
30日
で
す
。
(領

収
印
の
な
い
も
の
は
無
効
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
字
は
か
い
書
で
、
て
い
ね
い
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 (備
考
) 

 
 
1 
自
動
車
税
は
、
そ
の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
権
を
留
保
し

て
い
る
場
合
は
、
使
用
者
(買
主
)が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
 

  
 
2 
売
買
契
約
書
等
取
引
価
額
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
控
除
額
の
内
訳
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
通
常
の
取
引
価
額
で
申
告
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
省
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 
3 
形
式
的
所
有
権
の
移
転
に
伴
う
非
課
税
に
該
当
す
る
も
の
、
そ
の
他
課
税
免
除
に

該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(※
)こ
の
控
え
は
重
要
な
証
拠
に
な
り
ま
す
か
ら
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
113号

様
式
そ
の
２
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 移
転
変
更
用
及
び
抹
消
・
転
出
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

  

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

  

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 

 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

記
載
要
綱
１
２
を
参
照
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 

 
 
 

減
額

理
由
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

年
月
日
 

自
動
車
税
 

※
 

自
動
車
取
得
税
 

年
月
日
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
税

額
 

 
円
 

 
 

減
額
 
 
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 

差
引
税
額
 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
 2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3. 17年
排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
 
4. ｶﾞｿﾘﾝ・

LPG車
新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5. ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

整
理
番
号
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

区
分
 

税
額
 

 
 

処
理
年
月
日
 

 
 

正
当
額
 

円
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

増
減
額
 

円
 

1．
抹
消
 

 2．
賦
課
取
消
 

 3．
誤
賦
課
 

 4．
49条
該
当
 

 5．
15条
該
当
 

 6．
県
別
換
出
 

 7．
そ
の
他
 
 
 

摘
要
 
 
 

1．
更
正
請
求
 

   2．
126条

該
当
 

   3．
15条
該
当
 

   4．
そ
の
他
 

 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
113号

様
式
そ
の
３
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
連
絡
票
 

 
 

 
 

 
 

自
動
車
取
得
税
 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 
 
 

氏
名

又
は

名
称
 
 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 自

動
車

税
 

 
円
 

 
 

 
 

納
付

税
額
 

 
円
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第
113号

様
式
そ
の
４
(第
60条
､
第
72条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 移
転
変
更
用
及
び
抹
消
・
転
出
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

 
 

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．

ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．

ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．

バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 

 
 
08．

三
輪
小
型
 
 
 
09．

特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．

そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 
 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

申
告
書
・
所
有
形
態
 
 
 

 
 

状
態
 
 
 

年
税

額
 

 
円
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

自動車税 

税
率
コ
ー
ド
・
税
額
 
 
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

取
得
年
月
日
 
 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1. 電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
2. 17年

排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％

達
成
 

3. 17年
排
ｶﾞｽ75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％

達
成
 
 4. ｶﾞｿﾘﾝ・

LPG車
新
車
新
規
登
録
後
13年

超
 

5．
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

新
車
新
規
登
録
後
11年

超
 

 
 

申
告
年
月
日
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

申
告
・
課
税
 
 
 

 
 

状
態
・
特
例
 
 
 

 
 

価
額
(本
体
・
付
加
) 
 
 

 
 

自動車取得税 

税
額
 
 
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

住
所

コ
ー

ド
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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［
第
113号

様
式
記
載
要
領
］
 

1 
こ
の
申
告
書
は
、
法
第
122条

の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
納
付
に
関
し
申
告
等
を
行
う
場
合
、
ま
た
、
法
第
152条

第
1項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
申
告
又
は
報
告
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。
 

2 
「
申
告
区
分
」
及
び
「
取
得
原
因
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
右
の
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
ま
た
、
「
申
告
区
分
」
の
欄
で
「
7．
変
更
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
番
号
を
記
入
す
る
ほ
か
、
( 
)内
の
該
当
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

3 
「
課
税
区
分
」
の
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
「
自
動
車
取
得
税
」
及
び
「
自
動
車
税
」
の
各
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
ま
た
、
同
一
都
道
府
県
内
に
お
け
る
移
転
登
録
に
よ
る
自
動
車
税
の
課
税
対
象
外
、
本
人
持
ち
込
み
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
か
ら
転
入
す
る
場
合
の
自
動
車
取
得
税
の
課
税
対
象
外
、
他
の
都
道
府
県
か
ら
の
移
転
登
録
の
場
合
等
、
1か
ら
6ま
で
の
項
目
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
「
7．
そ
の
他
」

を
選
択
し
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

4 
「
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
」
、
「
初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
)」
及
び
「
生
年
月
日
」
の
各
欄
の
う
ち
年
号
の
部
分
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

5 
「
用
途
」
、
「
種
別
」
、
「
営
・
自
区
分
」
、
「
燃
料
の
種
類
」
、
「
所
有
形
態
」
及
び
「
グ
リ
ー
ン
化
特
例
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

6 
「
用
途
」
の
欄
で
「
07．
バ
ス
(そ
の
他
)」
又
は
「
09．
特
種
用
途
自
動
車
」
に
該
当
す
る
場
合
及
び
「
燃
料
の
種
類
」
又
は
「
所
有
形
態
」
の
各
欄
で
「
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

7 
「
納
税
(申
告
・
報
告
)義
務
者
」
の
欄
の
「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
上
段
に
都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
納
税
義
務
者
等
が
ビ
ル
等
に
入
居
し
て
い
る
場
合
又
は
同
居
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
下
段
の
枠
内
に
、
ビ
ル
等
の
名
称
の
ほ
か
に
棟
号
数
、
室
番
号
又
は
○
○
様
方
の
よ
う
に
、
郵
送
物
が
確
実
に
届
く
よ
う
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
「
氏
名
又
は
名
称
」
の
欄
の
右
端
の
「
印
」
位
置
に
、
必
ず
押
印
す
る
こ
と
。
 

8 
「
乗
車
定
員
」
及
び
「
最
大
積
載
量
」
の
各
欄
に
は
、
貨
客
兼
用
車
等
で
あ
る
た
め
乗
車
定
員
及
び
最
大
積
載
量
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
あ
る
場
合
、
( 
)内
に
は
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
乗
車
定
員
と
こ
れ
に
係
る
最
大
積
載
量
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

9 
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
形
状
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

10 
「
長
さ
」
、
「
幅
」
及
び
「
高
さ
」
の
各
欄
に
は
、
特
種
用
途
自
動
車
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

11 
「
取
得
前
の
用
途
」
の
欄
に
は
、
他
か
ら
自
動
車
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
な
ど
、
今
回
の
申
告
以
前
も
当
該
自
動
車
が
所
有
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
用
途
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
し
、
併
せ
て
初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
)か
ら
の
経
過
年
数
を
記
入
す
る
こ

と
。
 

 
 
ま
た
「
3．
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
( 
)内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

12 
「
時
限
的
軽
減
措
置
」
の
欄
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
又
は
記
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
電
気
・
天
然
ガ
ス
自
動
車
(非
課
税
)…
…
1 

 
(ロ
) 
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(非
課
税
)…
…
2 

 
(ハ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(乗
用
車
等
) 
 
(非
課
税
)…
…
3 

 
(ニ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
) 
 
(非
課
税
)…
…
4 

 
(ホ
) 
低
排
出
ガ
ス
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
(非
課
税
)…
…
5 

 
(ヘ
) 
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(1／
4税
率
)…
…
6 

 
(ト
) 
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
車
(1／
4税
率
)…
…
7 

 
(チ
) 
17年
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(1／
2税
率
)…
…
8 

 
(リ
) 
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
車
(1／
2税
率
)…
…
9 

（
ヌ
）
 低
排
出
ガ
ス
中
量
車
基
準
適
合
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
 
（
1/4税

率
）
…
…
Ａ
 

（
ル
）
 17年

排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/4税

率
）
…
…
Ｂ
 

（
ヲ
）
 17年

排
出
ガ
ス
50％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/2税

率
）
…
…
Ｃ
 

13 
「
低
燃
費
車
特
例
」
の
欄
に
は
、
法
附
則
第
12条
の
２
の
５
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 （
イ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
車
、
30万
円
控
除
）
…
…
１
 

 （
ロ
）
否
…
…
２
 

 （
ハ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
車
、
15万
円
控
除
）
…
…
３
 

 （
ニ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
、
30万
円
控
除
）
…
…
４
 

 （
ホ
）
受
（
17年
排
出
ガ
ス
50％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
、
15万
円
控
除
）
…
…
５
 

14 
「
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
車
(1／
4税
率
)」
、
「
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
率
(1／
2税
率
)」
、
「
17年
排
出
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/4税

率
）
」
若
し
く
は
「
17年
排
出
ガ
ス
50％

低
減
か
つ
燃
費
基
準
達
成
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1/2税

率
）
」
と
し
て
「
時
限
的
軽
減
措
置
」
の
適
用
を
受
け
る
場
合
又
は
「
低
燃
費
車
特
例
」
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
「
燃
費
」
の
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
貨
物
自
動
車
の
場
合
に
は
、
「
変
速
装
置
」
及
び
「
構
造
」
の
各
欄
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
な
お
、
「
構
造
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
「
A」
を
、
「
A」
以
外
の
場
合
に
は
「
B」
を
選
択
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
最
大
積
載
量
を
車
両
総
重
量
で
除
し
た
値
が
0.3以

下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(ロ
) 
乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置
が
同
一
の
車
室
内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
車
室
と
車
体
外
と
を
固
定
さ
れ
た
屋
根
、
窓
ガ
ラ
ス
等
の
隔
壁
に
よ
り
仕
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(ハ
) 
運
転
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
し
、
か
つ
、
前
輪
に
の
み
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
又
は
前
軸
及
び
後
軸
の
そ
れ
ぞ
れ
一
軸
以
上
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
(後
軸
に
動
力
を
伝
達
す
る
場
合
に
お
い
て
前
軸
か
ら
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
及
び
プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
を
用
い
て
後
軸
に
動
力
を
伝
達

す
る
も
の
に
限
る
。
)で
あ
る
こ
と
。
 

15 
「
低
公
害
車
特
例
」
の
欄
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
(イ
) 
電
気
・
天
然
ガ
ス
自
動
車
(2.7％

控
除
)…
…
1 

 
(ロ
) 
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(2.4％

控
除
)…
…
2 

 
(ハ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(乗
用
車
等
) 
 
(1.6％

控
除
)…
…
3 

 
(ニ
) 
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
(バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
) 
 
(2.7％

控
除
)…
…
4 

 
(ホ
) 
低
排
出
ガ
ス
重
量
車
基
準
適
合
車
(2.0％

・
1.0％

控
除
)…
…
5 

 
(ヘ
) 
低
排
出
ガ
ス
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
(0.5％

控
除
)…
…
6 

 （
ト
）
 低
排
出
ガ
ス
中
量
車
基
準
適
合
車
（
2.5t超

3.5t以
下
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
）
（
1.0％

控
除
）
…
…
７
 

16 
「
現
実
の
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
118条

第
2項
第
1号
に
規
定
す
る
無
償
に
よ
る
取
得
又
は
譲
渡
者
が
親
族
等
で
あ
る
場
合
の
取
得
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
る
取
得
で
あ
る
等
、
取
得
価
額
が
通
常
の
取
引
価
額
と
異
な
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

17 
「
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
118条

に
規
定
す
る
取
得
価
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

18 
「
取
得
価
額
」
の
欄
の
「
付
加
物
の
内
訳
」
に
は
、
自
動
車
に
付
加
し
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
ス
テ
レ
オ
、
ア
ル
ミ
ホ
イ
ー
ル
等
、
具
体
的
な
付
加
物
の
名
称
と
そ
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
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第
114号

様
式
そ
の
１
(第
73条
関
係
)

証
明
書
番
号
第
 
 
 
 
号
 

 

自
動
車
税
納
税
証
明
書

 
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用

) 交
付
申
請
書

 

※
自
動
車
の
所
有
者

(使
用
者

)
の

住
所

(所
在
地

)及
び
氏
名

(名
称

) 

 
 

※
自

動
車

登
録

番
号

 
 

 

車
台

番
号

 
 

 

本
証
明
書
の
有
効
期
限

 
 

備
考

 
 

 

※
 
 
上
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
証
明
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

  
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
殿

 

申
請
者

 

住
所

(所
在
地

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
人
名

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 印

 

T
 
E

 
L

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注
 

1 
※
印
の
欄
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
2 
こ
の
証
明
書
は
、
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
以
外
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

 

法
1

4
6・
条
例

1
5・
条
例

4
9・
滞
・
承
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第
114号

様
式
そ
の
２
(第
73条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
証
明
書
番
号
第
 
 
 
 
号
 
 
 
 

自
動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
) 

 
 
 

  
 
※
 
個
人
情
報
保
護
の
た
め
住
所
・
氏
名
は
記
載
し
て
い
ま
せ
ん
。
 

自
動

車
登

録
番

号
 
 
 

車
台

番
号
 
 

本
証
明
書
の
有
効
期
限
 
 
 

備
考
 
 
 

 
上
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
印
 
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
 

 

 
 

 
 

注
 
1 
継
続
検
査
及
び
構
造
等
変
更
検
査
に
お
い
て
自
動
車
検
査
証
の
返
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
こ
の
証
明
書
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
2 
「
こ
の
証
明
書
の
有
効
期
限
」
の
欄
に
は
、
こ
の
証
明
書
の
交
付
後
最
初
に
到
来
す
る
納
期
限
の
前
日
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
3 
滞
納
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
記
載
さ
れ
ま
す
。
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第
121号

の
６
様
式
そ
の
１
(第
60条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
軽
 
 新

規
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

 
 

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．

ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．

ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．

ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．

バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 

 
 
08．

三
輪
小
型
 
 
 
09．

特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．

そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 

 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 
変
速
装
置
 
構

造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 
AT・

MT 
A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

自
動
車
年
税
額
 

 
円
 

税額 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 
 

化特例 

グリーン 

1．
電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
2．
17年

排
ガ
ス
75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
25％

達
成
 

3. 17年
排
ガ
ス
75％

低
減
か
つ
燃
費
＋
15％

達
成
 
4. ガ

ソ
リ
ン
・
LPG車

新
車
新
規
登
録
後
13年

超
 

5．
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
新
車
新
規
登
録
後
11年

超
 

 
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

(領
収
印
) 

納
税

済
証
 

 
 

 
 

継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
と
し
て
使
用
す
る

場
合
の
有
効
期
限
は
、
翌
年
度
の
5月
30日

で
す
。
(領
収
印
の
な
い
も
の
は
無
効
) 

 

文
字
は
か
い
書
で
、
て
い
ね
い
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 (備
考
) 

 
 
1 
自
動
車
税
は
、
そ
の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
権
を
留
保
し

て
い
る
場
合
は
、
使
用
者
(買
主
)が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
 

  
 
2 
売
買
契
約
書
等
取
引
価
額
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
控
除
額
の
内
訳
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
通
常
の
取
引
価
額
で
申
告
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
省
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 
3 
形
式
的
所
有
権
の
移
転
に
伴
う
非
課
税
に
該
当
す
る
も
の
、
そ
の
他
課
税
免
除
に

該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(※
)こ
の
控
え
は
重
要
な
証
拠
に
な
り
ま
す
か
ら
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
121号

の
６
様
式
そ
の
２
(第
60条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
軽
 
 新

規
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

 
 

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

減
額

理
由
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

年
月
日
 

自
動
車
税
 

※
 

自
動
車
取
得
税
 

年
月
日
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
税

額
 

 
円
 

 
 

減
額
 
 
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 

差
引
税
額
 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1．
電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
2．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
4．
ガ
ソ
リ
ン
・
LPG車

新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5．
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

整
理
番
号
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

区
分
 

税
額
 

 
 

処
理
年
月
日
 

 
 

正
当
額
 

円
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

増
減
額
 

円
 

1．
抹
消
 

 2．
賦
課
取
消
 

 3．
誤
賦
課
 

 4．
49条
該
当
 

 5．
15条
該
当
 

 6．
県
別
換
出
 

 7．
そ
の
他
 
 
 

摘
要
 
 
 

1．
更
正
請
求
 

   2．
126条

該
当
 

   3．
15条
該
当
 

   4．
そ
の
他
 

 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
121号

の
６
様
式
そ
の
３
(第
60条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
軽
 
 変

更
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

 
 

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

自
動
車
年
税
額
 

 
円
 

税額 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 
 

化特例 

グリーン 

1．
電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
2．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
4．
ガ
ソ
リ
ン
・
LPG車

新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5．
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

(領
収
印
) 

納
税
済
証
 

 
 

 
 

継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
と
し
て
使
用
す
る

場
合
の
有
効
期
限
は
、
翌
年
度
の
5月
30日

で
す
。
(領
収
印
の
な
い
も
の
は
無
効
) 

 

文
字
は
か
い
書
で
、
て
い
ね
い
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 (備
考
) 

 
 
1 
自
動
車
税
は
、
そ
の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
権
を
留
保
し

て
い
る
場
合
は
、
使
用
者
(買
主
)が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
 

  
 
2 
売
買
契
約
書
等
取
引
価
額
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
控
除
額
の
内
訳
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
通
常
の
取
引
価
額
で
申
告
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
省
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 
3 
形
式
的
所
有
権
の
移
転
に
伴
う
非
課
税
に
該
当
す
る
も
の
、
そ
の
他
課
税
免
除
に

該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(※
)こ
の
控
え
は
重
要
な
証
拠
に
な
り
ま
す
か
ら
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
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第
121号

の
６
様
式
そ
の
４
(第
60条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
軽
 
 変

更
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自
動

車
税
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

申告区分 

1．
新
規
登
録
(新
車
) 
 
2．
新
規
登
録
(中
古
車
) 
 
3．
移
転
登
録
 

4．
転
入
 
 
 
 
 
 
 
5．
転
出
 
 
 
 
 
 
 
 
6．
抹
消
登
録
 

7．
変
更
(使
用
者
・
住
所
・
氏
名
・
定
置
場
・
番
号
・
構
造
・
用
途
・
軽
自
動
車
の
所
有
者
)  

8．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

取得原因 

1．
売
買
 
 
2．
相
続
 

3．
贈
与
 

4．
所
有
権
留
保
解
除
 

5．
そ
の
他
( 
 
 
) 

 
 

課税区分 

1．
課
税
 
2．
非
課
税
 
3．
課
税
免
除
 

4．
減
免
(障
害
者
・
そ
の
他
) 

5．
免
税
点
以
下
 
 
6．
商
品
車
 

7．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

自
動
車

取
得
税
 
 
 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
申
告
書
(報
告
書
) 

知
事

殿
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ぎ
の
と
お
り
申
告
(報
告
)し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
 

車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
 

運
輸
支
局
等
 

 
車
種
区
分
 

か
な
 

番
号
 

 
登
録
(取
得
・
変
更
・
廃
車
等
)年
月
日
 

初
度
登
録
年
月
(初
度
検
査
年
) 

 
 
 

 
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(車両番号) 

登録番号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(右
詰
で
記
入
) 
 
 
 
 
 
 

(右
詰
で
記
入
) 

 

(旧車両番号) 

旧登録番号 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

用途 

01．
乗
用
車
 
 
 
02．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
物
) 
 
 
03．
ト
ラ
ッ
ク
(貨
客
兼
用
車
) 
 
 
04．
ト
ラ
ッ
ク
(け
ん
引
車
) 
 
 
05．
ト
ラ
ッ
ク
(被
け
ん
引
車
) 

06．
バ
ス
(一
般
乗
合
用
) 
 
 
07．
バ
ス
(そ
の
他
( 
 
 
 
 
)) 
 
 
08．
三
輪
小
型
 
 
 
09．
特
種
用
途
自
動
車
( 
 
 
 
 
) 
 
 
10．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
) 

 

種
別
 

営
・
自
区
分
 

車
体

の
形

状
 

車
名

(通
称

名
) 

型
式
 

 
 

 
 

(都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
を
記
入
) 

1．
普
通
 
2．
小
型
 

3．
三
輪
 
4．
軽
 
 
 
 
1．
営
業
用
 

2．
自
家
用
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乗
車
定
員
 

最
大
積
載
量
 

車
両
重
量
 

車
両
総
重
量
 

車
台
番
号
(下
7桁
で
可
) 

類
別
区
分
番
号
 

人
( 
 
 
人
) 

kg( 
 
 
kg) 

kg 
kg 
 
 

 
 

原
動
機
の
型
式
 

長
さ
 

幅
 

高
さ
 

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

ロ
ー
タ
ー
数
 

燃
料
の
種
類
 

 
 
 
 
 

住所又は所在地 

(ビ
ル
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
棟
室
番
号
を
左
詰
で
記
入
) 

 
 
 

cm 
cm 

cm 
kw l 
 
 

1．
ガ
ソ
リ
ン
 
2．
軽
油
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
)  
 
 

 
 

主
た
る
定
置
場
 
 
※
( 
)内
は
旧
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
名
を
記
入
 

現
実
の
取
得
価
額
 

円
 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

印
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

本
体
 

(課
税
標
準
基
準
額
) 

 
円
 

車
検
有
効
期
限
 

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可
番
号
 

生
年

月
日
 

 
平
成
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

付
加

物
 

 
円
 

取
得

前
の

用
途
 

 
 

納税(申告・報告)義務者 

電
話

番
号
 

(左
詰
で
記
入
) 

 
 

1．
営
業
用
 
 
 
2．
自
家
用
 

3．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 

取得価額 

付
加
物

の
内
訳
 

(品
名
) 

(価
額
) 

 

円
 

所
有

形
態
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 

 
 
 

課
税
標
準
額
 

 
円
 
1．
自
己
所
有
 
 
2．
所
有
権
留
保
 
 
3．
商
品
車
 
 
4．
リ
ー
ス
車
 

5．
譲
渡
担
保
 
 
6．
そ
の
他
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

所有者 

(フ
リ
ガ
ナ
)

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

／
100 

 
円
 

 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

 
 

(新車) 

新規登録 

軽減措置 

時限的 

記
載
要
領
１
２
を
参
照
 

 
 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

 
 

低
燃
費
車
特
例
 

燃
費
 

変
速
装
置
 

構
造
 

低
公
害
車
特
例
 

 
 

 
 

関わる者 

以外に当該申告に 

申告・報告義務者 

電
話

番
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 
 
 

 
 
 

減
額

理
由
 

使用者 

(フ
リ
ガ
ナ
) 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

自動車取得税 

上記以外 

記
載
要
領
１
３
 

を
参
照
 

 
 

km／
l 

AT・
MT 

A・
B 

記
載
要
領
15

を
参
照
 

 
 

年
月
日
 

自
動
車
税
 

※
 

自
動
車
取
得
税
 

年
月
日
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
税

額
 

 
円
 

 
 

減
額
 
 
 

旧所有者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額
 

月
／
12 

 
円
 

 
 

 
 

差
引
税
額
 
 
 

住
所

又
は

所
在
地
 

旧
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
等
は
こ
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

自動車税 

化特例 

グリーン 

1．
電
気
・
天
然
ｶﾞｽ・

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自
動
車
 
2．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
25％
達
成
 

3．
17年
排
ガ
ス
75％
低
減
か
つ
燃
費
＋
15％
達
成
 
4．
ガ
ソ
リ
ン
・
LPG車

新
車
新
規
登
録
後
13年
超
 

5．
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
新
車
新
規
登
録
後
11年
超
 

 
 

 
 

整
理
番
号
 
 
 

旧使用者 

氏
名

又
は

名
称
 

 
 

税
額

の
合

計
 

 
円
 

区
分
 

税
額
 

 
 

処
理
年
月
日
 

 
 

正
当
額
 

円
 

※
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

増
減
額
 

円
 

1．
抹
消
 

 2．
賦
課
取
消
 

 3．
誤
賦
課
 

 4．
49条
該
当
 

 5．
15条
該
当
 

 6．
県
別
換
出
 

 7．
そ
の
他
 
 
 

摘
要
 
 
 

1．
更
正
請
求
 

   2．
126条

該
当
 

   3．
15条
該
当
 

   4．
そ
の
他
 

 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 

日
 

年号 

3.昭
和
 

4.平
成
 

年
 

月
 



附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
及
び
第
三

十
四
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
十
四
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
岡
県
告
示
第
千
五
百
三
十
一
号

福
岡
県
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種

(
平
成
元
年
十
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

二
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

三
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
二
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

藤

井

克

已

一

病
院

(

八
幡
西
区)

の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

� � � � ����������� 	
� ����� ��� ���

告

示

農
林
六
一
号

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ

ニ
シ
ホ
ナ
ミ

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ

ち
く
し
Ｗ
２
号

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ

ニ
シ
ホ
ナ
ミ

ち
く
し
Ｗ
２
号

ニ
シ
ノ
チ
カ
ラ

ニ
シ
ノ
ホ
シ

は
る
し
ず
く

ニ
シ
ノ
ホ
シ

は
る
し
ず
く

選
挙
管
理
委
員
会

�
�
�
�
�
�
�
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